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第 9固 看護教育の内容と方法に関する検討会

議事次第

平成 23年 2月 7日 (月 )

16:00～ 18:00

厚生労働省 専用第 23会議室

1.開会

2.議事

1)看護教育の内容と方法に関する検討会報告書 (案)について

2)その他

3.閉会

【資料】

●    資料 1   これまでの委員の主な意見

資料2   看護教育の内容と方法に関する検討会報告書 (案 )

参考資料 1 保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する

省令の公布について (通知)

参考資料2 保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令の公布

について (通知)
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これまでの委員の主な意見

※斜体文字は、第 8回検討会における意見

1.免許取得前に学ぶべき事項の整理と具体的な教育内容の見直し

(学 rs~iべき教育内容 )

○必要な矢B識が1彰大になる中で、REl識の教授だけでな<知識を統合するような

思者の311練が必要である。

○人F83性のベースとなる倫理性、あるいは半」断力、対人関係能力の育成につな

がるような教育が必要である。

○健康の保持・増進に関わる看護、保健の分野を含めた教育を基礎教育で行う

べきではないか。

○療養上の世話や臨機応変に半」断する力を身につけることが重要で、そのため

に「人体の構造と機能」や「疾病の成り立ちと回復の促進」といつた専門基礎

分野の教育が必要である。

○教育内容で考えると中身が多いので、コンビテンシー、アウ トカムベースで

考えるん法もある。

○蕎護3雨教育の中に、保健師教育と助産師教育のベースになるものが含まれる

と考えると、看護師の基礎教育で共通となる部分はどこまでかを検討すること

が必要である。

○生と死に関してや、命を救うだけでなく「Heal」 の部分も教育内容に盛

り込む必要がある。

○ヘルスケア提供の組織や職種の種類、ヘルスケア組織との連携、ヘルスケア

チームの一員としての役害」、他職種協働を教えるべきである。

○看護職として働くときに基本釣に求められる力は、「技術項目と卒業 0寺 の至」

達度」になる。技術の中に、実践力、態度、行動、半」断といつた能力が含まれ

ていると考えると、この内容が基礎教育で学ぶべき内容である。

○コンビテンシーに見合つた教育の順番がある。教育内容のどの部分を標準イヒ

し評価するかという議論をしないとまとまらないのではないか。

○薔護師の国際化や裁量権の拡大など今後の動きを見越 して基礎教育を考えて

い<必要があるのではないか。

○教育のぬ容としては、フィジカルアセスメン トとコミュニケーションと人間

の尊重の 3つ <らいでよい。

○地域でどのように健康が守られているのかなど看護師と保健8市のオーバーラ

ップする部分の知識を持つ看護師を養成 していきたい。それは8寺代の要請であ

り、教育の内容もオーバーラップしたものに変えてい<必要があるのではない

か。



○詈護師の業務として、健康増進があげられているのであれば、ヘルスプロモ

ーションやプリベンションについて教育をおこなわなければならないのでは

ないか。
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(基礎教育で修得する能力)

○医療はチームで行うので、広く横の連携をうま<取り含うコミュニケーショ

ン能力が必要である。

○在宅医療現場で、医師もケアマネージャーも多忙な中、蕎護職の役害」は非常

に大きい。地域資源の活用や福祉関係者など多様な職種間でのコミュニケーシ

ョン・連携能力を基礎教育の中で学んでほしい。

○最新の医療技術 。手技の習得、緊急0きの対処能力や高度なフィジカルアセス

メント能力を基礎教育で行うのは無理がある。しかし、フィジカルアセスメン

トなどの基礎的な能力が基礎教育において必要である。

○どのような能力が求められ、どれ<らいのレベルを求めているのかが大事で

ある。そのためには、医師やコメディカルの万など様々な立場のんからヒアリ

ングしていけばよいのではないか。

○地i或の臨床現場では、病状がどう影響し生活が変化するかという部分を、lb

身画面アセスメントし、予沢」し対応してい<能力が求められる。

○社会が求める看護師への期待像に対しどれだけ満たすような能力を持たせる

かが前提ではないか。人間を対象とした仕事のため、多面的な能力の基本は必

要である。

○人間関係の構築力、コミュニケーション能力は重要で、看護だけでなく福祉・

教育職に共通である。それをどのように教育するかその方法の議論が必要であ

る。

(基礎教育の到達目標)

○新人看護職員研1多の3つの1貝」面から考えると、基礎教育では、「基本姿勢と

態度」を重点的に教育し、さらに技術的倶」面を力0える。管理的倶」面は矢0識 レベ

ルが限界ではないか。

○コミュニケーション能力、人に寄り添う姿勢、主体的に学習する態度を養う

ことが、「基本姿勢と態度」の中身になる。

○「技術的倶」面」としては、得た知識を身につけ、それを禾」用して状況を設定

した演習の場で行うことで、変イじに応じた対応ができるのではないか。
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○「技術的倶l面」は現場で何度も回数を重ねればできるところがある。また卒

後の研修でできるのではないか。「基本的な姿勢と態度」は人事なので基礎

教育の中で押さえておいたほうがよい。「管理的倶」面」は、一人の患者を通

しても安全管理などは理解できる。

○至」達度については、「矢□識としてわかる」「実施できる」の段階を増やすべ

きではないか。

○「基本姿勢と態度」に関しては、EII療 従事者として持つているべき資質であ

り、看護にこだわる必要はないのではないか。

○医療を取り巻く環境は、ここ4・ 5年でも急速に変化 している。短期的に対

応が必要な慢」面もあるのではないか。

○「ヒューマンケアの基本的な能力」を教育 しないと、実践の場に出たときに

あらゆる場面 |こ対応できない。至」達目標に、蓄護師が患者を金人的に継続 して

者護することをうたい込み、更に至」達目標を達成するためにはどういうカリキ

ュラムを組むか、という枠組みにすれば、どのような看護師像が求められてい

るかがわかるのではないか。

○健康上の憲者のニーズや憲者の状況をアセスメントするために必要な教育内

容は何かを検討 し、至」達□標へ入れていきたい。

○「多職種間のヘルスケアの理解と協101」 に関 して、保健・医療・福祉チーム

または保健・医療・福祉チームメンバーという言葉を用いているが、場面によ

つてチームであったり連携であつたりするため、言葉の定義づけがある程度必

要なのではないか。

○治療過程・回復過程にある人々への援助と終末期にある人への援助は、看護

師教育の専P目的な教育内容としてさらに厚みを付けたほうがよい。

OiCNの 国際基準を尊重することはよいが、日本は保健師・助産8面
。畜護8爾

という3職種で昔から成り立ってきたため、看護師に求められる役害」と機能に

おいて、我が国に牛も化 した内容を出したほうがよいのではないか。

○至」達目標をすべて達成するのは、修業年限 3年では困難である。学ぶ内容が

増えているので、何を学ぶべきかを明確化 したほうがよい。
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(教育の現状)

○研究結果を臨床に活かす力、臨床現場でのFo3題を研究的に捉え解決する力、

エビデンスに基づいた個 Elj的 な看護実践能力を 3年 FB5で教育するには限界が

ある。



○カリキュラム改正にあたり統合する部分は必要だが、現在の基礎教育の中で

応用力まで身につけるのは非常に難しい。

○若い看護 B雨には、臨機応変に対応することや自分で半」断して行動することが

欠けている。こういつた能力は経験に伴うものであり、基礎教育での臨地実習

の時間が少なくなつていることが原因ではないか。

○自己表現や自己コン トロールに課題があるなど、入学する時点での学生の対

人関係能カレベルが下がつている。その点を考慮すべきである。

○蕎護 8市教育で、地域や在宅、市町村の保健センターの実習が必要とされてい

るが、実際はなかなか受け入れてもらえない。

○養成所では、臨地での学習でなければ実習 8寺 FB5に 含まれない。学校に戻つて

カンフアレンスを行うなど、実習を効果的に行うための0寺間も実習として認め

るなど柔軟な考え方があつてもよい。
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(基礎教育と卒後教育との関1系)

○専門職は、 10年、 20年と長い期間で育つという視点で、最初のスター ト

0寺 にどのような能力を持っているべきかという議論にしたほうがいいのでは

ないか。

○免許を取つた人 (新人看護職員)に側が必要かについては、免許取得後の教

育内容と運動 している。新人看護職員研修の内容とある程度共通像のようなイ

メージがあるとわかりやすいのではないか。

○一般社会でも、入職後すぐに即戦力になるわけではない。看護職員だけ卒業

直後のハー ドルが高い。つなぎを教育などで優 し<見管る期間が必要なので

はないか。

○要請される矢□識を増や したために、医療職として身に付けなければならない

能力の教育が失われてきた。基礎教育を小さ<し、必要な能力のPo3題 を整理

し、現場に出す前の中間につなぎの教育を考える必要がある。

○つなぎの教育の整備を行うか、卒業8寺の能力を検討するのか、またどういう

評価庵法をどの時期にどの段階で入れていつた卒業させられるのかというこ

とも検討するべきである。

○実践力は、現場にLLて身に付けると考えた方がよいのではないか。新人研修

が努力義務となり、新人を育てることが出来ない織場に問題があるのではない

か。

○新人看護職員研修の実施が努力義務となったが、看護職の質を保つためには、

看護基礎教育でどれだけのことを教えるかということも大事ではないか。



(単位、時間数の考え方)

○大学設置基準では、 1単位は 450寺 Fo3の学習をすることである。この 1単位

450寺間という考え方は、45時間の学習は 1週FB5のうち平日8時 FE35、 ±0麗 日

に 50寺間学習するという計算に基づいている。しか し、必ず 450寺間の授業を

行わなければならないということではなく、300寺間の授業と 158寺 F85の 自己

学習で 1単位と考えてもよい。年FB3の単位数については、大学では前期が 15
週 15単位、後期が 15週 15単位として教育を行うことが多 <、 1年 Po3の単

位は 30単位と考えることが標準釣である。教育の充実には、単位を増やすだ

けでなく、1単位が実質的に 450寺 F83の学習に匹敵する内容となるには、どう

いう教育方法がよいかという視点で解決すべきではないか。

01授業科目を保健 8雨課程と看護師課程の共通の科目とする場合は、課程ごと

の教育内容がきちんと2まれているのかを吟味することが必要なのではない

か。

○「単位の読み替え」でFo3題になっているのは、例えば 2単位のうち 1単位は

看護師教育、1単位は保健 g面教育で成り立っている、という「単位の読み替え」

ではな <、 1科目 1単位の科目を保健師と蕎護師両力の課程に 1単位ずつカウ

ン トする「単位の読み替え」である。「単位の読み替え」という表現を共通に

理解 したうえで、議論する必要がある。

○講義、演習の 1単位は 15時間～30時間の幅で設定できるので、看護師等養

成所の運営に関する指導要領(平成 13年 1月 5日付け健政発第5号厚生省健康政策

局長通矢□。以下「指導要領」という。)に示す 0巻間数は 1単位=150寺間 (1単位

当たりの最低時PB3数)で計算をして示すほうがよいのではないか。

○単位数と時間数の併記はダブル・スタンダー ドであり、カリキュラムを大綱

化 してきたことと矛盾するのではないか。

Ol旨導要領のB寺間数に匹敵する過重なカリキュラムが多<の賛成所で既に実施

されているため、指導要領に0寺間数を明記する意義は何かを検討する必要があ

る。

○養成所が、どのような学習やオリエンテーション等を実目 0寺 間として位置づ

けるか翁からないつの段階では、指導要領に時FB5数を付記 しておいたほうがよ

いのではないか。

(その他 )

〇臨地実習において、看護過程の展開だけでなく、現場の楽しさがわかるよう

な体験ができれば、薔護師として働き続けられるのではないか。

○「技術項目と卒業 0寺 の至」速度」をどう活かすかという力法を考えるだけでも



教育効果があがるのではないか。

○大学が独自のカリキュラムを展開できるよう、保健師助産師看護師学校養成

所指定規貝」(8召禾□26年文部省・厚生省令第 1号。以下「指定規貝」」という。)

には柔軟性を持たせたほうがよい。すべての大学が同 じようなカリキュラムを

展開 しては、大学の独自性が失われるのではないか。
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2.看護師養成機関内における教育方法の開発・活用

○矢□識を学び、学内演習で判断する能力を身につける。そして実習で奮護のダ

イナミックさを体験 し、また知識に戻る。この繰り返 しが大事である。

○学内演習、臨地実習などで体験を増やすこと、そこで効果的なアセスメン ト、

技術、知識につなげてい<教育方法の検討が必要ではない/Dh。

○現在どの医療職種も侵襲的行為を実習で体験するのは難 しい。侵襲のない実

習を行うか、侵襲的な技術をモデル人形等を使つてどこまで行うかである。

○米国のように、授業科目毎に講義 して演習ということを繰り返すことが矢目識

と実践を統合するのに効果的ではないか。

○演習においてシミュレーターの活用は有効であるが、機会の操作はもちろん、

どのように状況やタスクを設定するかなど、教員が適切に活用できることが嚇

要である。

○学生は、実習で体験 したことについてどのように悪者 したかを表現できるよ

うになってほしい。そのためには、例えば、技術の練習 (タ スク トレーニング)

だけでな <、 練習の振り返りを共有 し、徐々に系統的に体験を積み重ねていく

ことが必要ではないか。

○学生が体験 したエピソー ドを教材化 し、チュー トリアル教育を行うと、体験

した場面や事例に基づいて体系的な学習をすることができ、実践能力を高める

教育という面で手応えを感じている。

○シミュレーションは効果的な教育方法だが、コミュニケーション能力を高め

る教育を行うには限界がある。

○シミュレーターは高額であることから、全ての教育機関が使用できるわけで

はない。しかし、複数の教育機関FE33や病院間など、地i或で共有するなど工大し

て活用できるのではないか。

○シミュレーション教育という枠組みの中に、SP(standardized paJentあ



るいは 5muiated patient)と いう教育方法もあり、取り入れることができれ

ば、コミュニケーション能力を高める教育ができる。しか し、SPの養成や費

用の面で課題がある。

〇思者や発想力を伸ばす教育を組み立てるには、教育機関が主体的に教育内容

を考えることができるように、看護基礎教育の現行の総計 97単位の枠組み

(保健師助産師薔護8市学校養成所指定規則別表 3)を考え直す必要がある。

○実習を行う目的を教育者が明確にま巴握 していれば、より柔軟に実習の場を開

拓 し、教育することができるのではないか。

○能力を育成する教育のためには、双方向性のディベー トなどが大切である。

物事をどのように考え、対処してい<のかなどを議論する時間を確保すること

が重要ではないか。

○学生が身につけるべき実践能力が増えると、能力の育成については個々の教

員が科目の中で対応するよりは、養成所における教育全体で組織的に対応する

ことを考えるべきではないか。
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3.効果的な臨地実習のあり方

○実習場所との距離の都含上、講義を受けた後に実習という形の演繹的な学習

方法にどうしてもなる。llu場を経験 し、そこからPo3題を見つけ、PcD3題解決8勺な

学習 していく帰納的力法も、考える力がついて<るのではないか。

○臨地実習では倫理面など制約が多<限界があるため、より0苦間をかけるべき

である。

○在院日数や入院憲者の年齢層から、現在の領域別の実習は限界がきているの

ではないか。実習を行った後に、その実圏内容は学ぶべき内容のどこかをカバ

ーしたかみていく力法もある。

○憲者の権不」もあり、実習上で学生がケアすることが出来ないIEQ状がある。実

習前に、学内で必要なシミュレーションなどを行い、実習に向けてできるだけ

準備 してお<必要がある。

○実習のゴールは実践能力の向上ではな <、 実践を継続出来る力を育成するこ

とではなしヽか。

○実習において、金ての領 l或で琶護過程の学習をルーチン化 している。蕎護過

程のみならず、体験 したことを共有したり振り返りを行うなど、実習でしか学

べないことを学ぶことが望ましいのではないか。

○実習の場で看護過程を展開 してい<中で、現場のスタッフから臨床における

エビデンスに基づいたケアの実施などを指導 してもらうことが必要ではない



か。

○発達段階別の実習は必要ではないか。核家族化のなか、学生は老人や子ども

に触れる機会がないためよく矢口らない。発達段階についてどこで学ぶかが課題

となるのではないか。

○実習を有効にするためには、振り返りが重要である。学生が感 じたことを教

材化 して実践力の育成につなげるには、教員の質を高めることも必要である。

○教育は、教員だけで行うものでも臨床の指導者だけが行うものでもない。双

方で相乗的に効果をもたらすような役割がとれるとよい。

○実習施設と教育機関が離れていたり、実習のスケジュールが過密であつたり

と、学生が学んだことを振り返る時間がない。離れている分、図書などを置く

など、実習環境の整備が必要である。

○専任教員は講義やクラス運営などがあるため、臨地へは半日程 しか赴けない

こともある。実習には専任教員に力0え、実習指導教員がいる場合もあるが、日々

の実習終了後の学生へのフォローを誰がどのように行うかが課題である。

○臨地実習には事前オリエンテーションや事前学習のように、時間害」へ入れて

いるような3寺 F83が沢山あるにも関わらず、正規の実習0寺 F83数には入れられない

1犬況がある。臨地実習における学習効果を高めるための学習活動や教育内容は、

臨地実習の時間の中に含めるか、何か しらの科目に位置づけたほうがよい。

○実習前と実習後の学内における学習を実習 8寺 F85数へ含めるとなれば、臨地で

の実習時FB3の使い方に差が開いて<るのではないか。

Э実習に必要な臨地以タトでの学習 |こ動
'CIま

ヽ実習前の″ グ_Iンデーションや

技(極練習の内容の捉え方だ還ι
'a菱

銃 初 、子可割 であれ |ざ実習時間〔こ含 ♂こと

が できるとι
'う

ごとを要めること|ま難 しレL

O多讀■或の実習期間|まそれぞ駒異なるため、筋ガタ外 α 舞 理 を 一勧 勧薔害」ま

で実習|こ含め数 り 物 α 力 つ と 濃域 |こよ つては多層ク■だ脇%ウ算の学習

の開 を実どハ含める養成所力脇 てくるの で1まなι

"LOβ々の学生の状況によ フC臨地以外 での学習 |こ要 するや なるとζ′
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のよ うな内容を実習と 残
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どに多要な学習巨含めた大 きな形∂どしての実習力)昆在 しな 膜́ う、 ~実習」

ι lう認 帯策を整理 して議論 するとよ″の で|まなレ
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Э実習指導 ξど教員力同時 |こ実習場 1こ存在 し、ま旨導 するα ″ ♂弟ク)し汐)の で

|まなル

"L連
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Э実習指導 者ヒ実習指導教員舷 どのような役害」をぞれぞれ男たすのか現確 |こ

する必要力あ るの で1よな多,力L

4.保健師教育、助産師教育のあり方

(保健師教育)

○保健師の場合は、理解・矢□るということにとどまらず、実践力の確保のため

教育内容が必要である。

○保健 3面の教育として、継続看護実習や継続訪問実習が有効であつた。一方、

個の健康問題から地i或の健康Fo3題を把握 して、計画実施評価したりする能力に

ついての教育内容はあまり充実 していない。

○保健師の場合は、地域や集団の見えない三―ズに対応する。見えないニーズ

を見いだす能力が身につかないといけない。

○保健師の教育内容について、看護師教育からの順序性のあるもの (個人、家

族集団、組織、地域と広がりをもって理解するという看護の基礎)とないも

のがある。

○統合化されたカリキュラムの中で身につきに<いのは、集団、地l或を対象と

する技術、特に健康危機の予防、施策イじの必要性を作成 したり説明したりす

る能力が調査から明らかとなっている。

01呆健師の場合、集回、地1或を対象としたり、年度単位で物事を見たり、予漫」

や評価というような力が必須であり、さらに非常に高い研究能力、分析能力

も必要である。

○保健師に対するニーズが変イヒしている。「基本的者え方」に介護が含まれて

いない。地域包括支援センターや介護認定審査会でも活躍の場がある。

○集団を対象にした教育や行IEXは 基礎薔護教育では難 しいかもしれないが、他

の部分では、看護師でも行いうるのではないか。

○保健師に求められている専門性はとても高<な つてきている。行政保健師が

ほとんどだが、十分に実習が行われているかどうか見直 し、講義と演習、実習

を上手<組み含わせる必要がある。

○保健師に求められている業務は高度になってきているが、それを即基礎教育

に反映するかは日」だと考える。保健 B市も、中間のつなぎ教育が必要なのでは

ないか。

○保健師になるために求められることが多 <、 大学4年間の中に収まりきらな

いのではないか。

○疾病予防や健康増進というのは保健 g雨の1■事だけではな <、 看護師教育でも



懸要なことであると「看護師教育の基本釣考え方」の中に書かれている。

○保健師の役害」を拡大して解釈していかないと保健師が力を出せるフィール ド

は広がらない。今後地上或における看護のニーズは増す。保健師免許を持ちなが

ら看護師として働<場合が多いる現状を鑑み、保健師像を幅広<考えていか

なければいけないのではないか。

○医療と介護に関するlll別 的な相談や事例は、家族援助や個人に対する援助が

できないと援助できないことがある。保健師には組織的にアプローチするだ

けでな<、 個人的にアプローチする役害」も求められているのではないか。

○保健師の役害」は、「集国に対して健康増進や介護予防、健康管理を行い、健康

問題ヘアプローチしてい<」 など、保健師にとっての対象と役害」の方向性を

はっきりさせたほうがよい。

○保健師の機能 。役害」は、地i或に必要なケアチームや組織をつ<り上げたり、

行政に働きかけたりしてい<ことが必要なのではないか。

○保健8爾は、看護師免許があることが非常に大きな強みである。奮護師の実践

がな<てもいいの/Dh、 という議論をしてお<べきではないか。

○保健師基礎教育と看護師基礎教育の違いは、集団の健康をアセスメントし、

アプローチするということを学べるところである。者護師教育への上にさら

に重ねて教育するのであれば、その部分が保健師教育として示されてもいい。

○疾病予防や健康増進がわかり、かつ行政も理解した人物が病院にいてほしい

ということで、4年制の教育を受けた人物を、保健師免許がな<ても採用し

たいという病院倶」のニーズは多いのではないか。

○医療と介護、福祉を含む地域包括ケアシステムの中で、保健師が果たす役害」

はますます重大になつている。保健師教育のカリキュラムに、地1或包括支援ケ

アシステムにおける保健師の役害」を反映したほうがよいのではないか。

○社会保障、厚生労働行政の地域看護における保健師の役害」がより重要になっ

ているなかで、公衆衛生という言葉を用いることで専門性に特化するというこ

とでよいのか。今後、保健師が果たす役害」を考えると、地1或者護学という名称

がよいのではないか。

○保健師は地域包括支援センターにおける役害」も期待されているので、介護保

険制度を理解するための教育が必要ではないか。

○保健師の基礎教育では、地域包括支援センターや保健所、産業保健など、ど

の場においても働<ことができる基本的な能力を身につけることが必要であ

る。その基本的な能力が保健師の専P5性であり、それを培う教育内容が公衆衛

生看護学ではないか。            .
○高齢化や入院期間の短縮により、認矢□症や精神疾患の憲者を地l或で者護して

い<ことが多<なつている。認矢□症や精神疾患の患者に対する地域看護に関す
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る教育を受けなければ保健師は対応できないのではないか。

○教育内容の考えんが変わる場合、対応する教科書がないという状況が起こる。

そのため、保健 B雨の教育内容における「地l或琶護学」が「公衆衛生琶護学」に

変わつた場合、教員が何を基に教えるかとしヽうことについても検討 しておかな

くてはいけないのではないか。

○保健師教育において、健康危機管理は実際に健康危機が起こらないと学べな

いわけではなく、演習で学ぶことはできる。健康危機管理の至」達度はレベル

Ⅲとしてはどうか。

01つ の科目を保健師課程と看護師課程の単位として認定する方法 (いわゆる

「単1立の読み替え」)が増えることによって、保健師・看護師の質の低下が起

きているのではないか。

○保健師に超高齢社会や虐待、メンタルヘルスの問題などへの対応が求められ

るようになっているため、基本的なことは、継続教育や新人琶護職員研修の前

に保健師基礎教育で教育するべきではないか。

○保健師の臨地実習においては、行政、保健所、あるいは保健センターだけで

はなく、今後はコミュニティを見ることを強化 していくのであれば、地i或包括

支援センターや産業の場でも行つてい<べきではないか。

○保健師の修業年限が 6か月から 1年以上となつたが、指定規貝」における単位

数は最小限として、その学習を続ける力を修業年限 1年の中で身に付けるべき

ではないか。その B巻代における課題を見つけてい<力は、0寺間をかけて一つの

課題に取り組むような教育方法でないと身につかない。

○他の医療・福祉職職種が保健 8雨 と協働する場合、システムイヒや危機管理とい

つた専P]性を保健師には期待 している。

○保健師基礎教育は単位数が多いほうがよいというのであれば、将来的に実習

の場を確保、多様化 して、実習場所の選択肢を増やす必要があるのではないか。

○保健 8市教育における「地域看護学」を「公衆衛生書護学」とすることで、よ

り保健師のl13徴が出た。そのため、保健師教育の専 P511■ が高<な つたという意

味では保健師教育と琶護師教育において「単位の読み換え」をすることは出来

ないのではないか。

○実習指導を担当する保健 8雨の負担を軽減するためには、学生の指導を教員が

より担った方がよいのではない/DI。

0高度な フィクカ ) アヽ Zタ ントつ浸要性のある茂滅だ フレ
'Ctよ

、動産師やど

護g願だ i//3な く、健康危機 や虐待、自社 ラフ物 産 難 裕 の 物 虹 坊 し
'で

保健

師に右必要 である。
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(助産BT教育)

○助産師教育はマンツーマンの指導が必要になる。教育内容だけでな <、 教員

といった教育環境のことも含めて検討したほうがよい。

OB/t産師教育は、看護者としての基本的な能力を教育した後に位置づけられる。

○助産師教育では、EII師とパー トナーシップを持つて連携できる能力や国際的

な感覚を持てるような教育内容が必要である。

○高齢出産や出生前診断で障害を持つ児が増えてきているため、晰理的なケア

が助産師の機能 。役害」にあるといい。

○看護師・保健師の教育内容と同じように、助産師教育も、生涯教育という点

に関して、継続的に学Sということを挙げるとよいのではないか。

○ 【助産8雨に求められる実践能力及び基礎教育修了0きの至」達目標】の「 (開業に

伴う責任 )」 は、助産師は出産だけではな<地上或の母子、父親も含めた育児に

関わり、地域の助産所として責任の―端を担う自覚を持つことが大切ではな

いか。

○助産師の至」達目標における大項目「 3.分べん期の診断とケア」の「異常状

態」は、例えば「正常範囲を超える出血への処置」は、どのように止血するか

という処置の万法なのか、言葉の広がりにどこまで技術を入れ込むのか養成所

によって捉え方が異なるのではないか。

○助産師教育の実習時PB3を どのようにカウン トするかは、現状では分べん 10
例をとるまでかかる時P03で ある。倉べん 10例をとるために必要な時FB5数が全

て実習 0寺間とすると、臨地実習 11単位程度の時F83以上の実習時間を現状でも

かけているのではないか。



●

看護教育の内容と海法に関する検討会報告書 (案)

平成 23年●月●日

厚生労働省

●



<目 次 >

は じめ に・・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・

I. 蕎護師教育の内容 と方法について ・・・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・・

1.者 護師教育の現状 と課題・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・ ・・・

2.看 護師 に求め られる実践能力 と卒業時の到達 目標・・ ・・・・・・・ ・・・

1)看 護師 に求め られる実践能力・・ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・・

2)卒 業時の至」達 目標 ・・・・・・ ・・・ ・・・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・・

3.看 護師教育 における教育内容 と方法 ・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・・・・

1)看 護師の免許取得前 に学 6ヽ べき教育内容・・・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・・

2)蓄 護実践能力を育成するための教育方法・ ・・ ・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・

(1)講 義 。演習 。実習の効果的な組み合わせ 。・ ・・ ・・・・・ ・・・・

(2)講 義・演習における効果的な指導の方法・・・・ ・・・ ・・・ ・・ ・

(3)効 果的な臨地実習の方法 ・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・

3)学 生の実践能力向上のための教育体制 。・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・

(1)教 員及び実習指導者の指導能 力の向上に向けて 。・・ ・・・・ ・・・

(2)教 員 と実習指導者の役害」分担 と連携・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・

4.修 業年限 にとらわれな い蕎護師教育で学ぶべき内容・・ ・・・ ・・・・・ ・

1)修 業年限に関連 した看護師教育の現状・ ・・・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・

2)修 業年限 にとらわれない場合の教育内容・ ・・ ・・・・・・ ・・・・・・

Ⅱ。今後の保健 師 ・助産師 ・着護師教育の教育内容 と方法について・ ・・ ・・・ 1

1.看 護職 員 と しての「能力」 を育成する教育への転換・・ ・・・・ ・・・・

2.免 許取得前 に学ぶべき教育内容の考 えん 。・・・・・・・ ・・・・・・ ・

3.看 護基礎教育における効果的な教育方法 ・ ・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・

1)請 義 。演習 。実習の組み立て力・・ ・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・

2)臨 地実習の指導体制 と実習を指導する者 に求め られる能力・ ・・・ ・・

3)教 育評価 に基づ <教 育の質の向上・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・

4。 今後の課題・・・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・ ・・・ ・

別添 看護教育の内容 と方法 に関する検討会第一次報告



は じめ に

近 年 、国 民 の 医療 へ の意識 が 高 ま り、奮 護職員 に対 す る期 待 も大 き <

な つて いる。また、保健 医療 福 祉 サ ー ビスの 内容 、方 法、場 の 多様 化が

進 ん で お り、看 護 職 員 には他 職 種 との連携や 役害」の拡大 な どが 期待 され

て い る。こ う した保健 医療 福社 の 変化 や国 民の期 待 に応 え る ことので き

る琶 護 専 門 職 と して の 基 礎 的 能 力 を有 す る彗 護 職 員 を育 成 す る こ とが

看 護 教 育の 喫 緊の課 題 とな って い る。

薔 護 教 育 に つ いて は、厚生 労働 省 において これ まで も多 <の 検討 が行

わ れ て い る。 近 年 で は、「 彗 護 基 礎 教 育 の 充 実 に 関 す る検 討 会 報 告 書 」

(平 成 19年 4月 20日 )に お いて、看 護基礎教 育の カ リキ ュラム改正

案 が 示 され 、保 健 師助 産 師着 護 師学 校養成所 指定 規則 (0召 和 26年 8月

10日 付 け文 部 省・ 厚 生省令 第 1号 。 最終 改正平成 20年 1月 8日 。

以 下「 指 定 規 則 」 とい う。 )の 改 正が 行われ た と ころであ る。 また、 こ

の 報 告書 に お いて は、さ らに琶護 基礎教 育の 抜本的 な検 討が 必 要で ある

とされ 、そ の 検 討の 応 向性 と して 、今後の 我が国 の社 会 と保 健 医療 福祉

制度 の 長 期 的 変革の 方 向性 を視 野 に入れ た教 育の 方法 や 内容 、期間 につ

いて 検 討 を行 う必要 があ る と提 言 され た。

続 いて 「 琶 護 基 礎 教 育の あ り方 に関す る 懇談会 論 点 整 理 J(平 成 20
年 7月 31日 )に お いて は、奮護 職 員 には、知的 ・倫理 的側 面 とい った

基礎 的 な もの か ら、専 P目 職 と して 望 まれ る高度医療 への対応 、生活 を重

視 す る視 点、予防 を重視 す る視 点 、及 び看 護の発展 に必要 な 資質・能力

が求 め られ る こ とが 提言 され た。これ らの 資質・能 力の獲 得 に向 けた看

護基 礎 教 育 に つ いて は、チ ーム医療 の推 進や他職 種 との役害」分担・連携

の進 展 が想 定 され る中、蕎 護 に必 要 な矢0識 や技術 を習得 す る ことに加 え

て 、いか な る状 況 に対 して も、知 識 、思 者、行動 とい うステ ッフを踏み

最 善 の 蕎 護 を 提 供 で き る 人 と して 成 長 して い <基 盤 とな る よ うな 教 育

の 提 供 が不 可 欠 で あ る との 見解 が 示 され た。

さ らに「 奮 護 の 質 の 向 上 と確 保 に関す る検 討会 中 間 と りま とめ 」 (平

成 21年 3月 17日 )に お いて は、 免 許 取得 前の 基 礎 教 育 段 階で 学ぶ

べ き こ とは 10」 か とい う点 を整 IITし な が ら、IIn在 の修 業年 限 を麟 ず しも前

提 とせ ず に、す べて の看 護師養 成機 関 において教 育 内容、教 育方法 な ど

の 見 直 し・充 実 を図 るべ きで あ る と提言 され た。また、保健 師 教育及び

助 産 師 教 育 の あ り方 につ いて も見 直 しが 求め られ た。

本 検 討会 は、この よ うな蕎 護 基 礎 教育の 充実・改善 の方 向性 を示 0安 す



る提言 等 を踏 ま え、看 護基礎教 育で 学ぶ べ き教 育 内容 と方 法 につ いて異

体的な検 討 を行 うため に平 成 21年 4月 28日 に設置 され、① 免許取得

前 に学 ぶべ き事項 の整理 と具体 的な教育 内容 の見直 し、② 看 護 師養成機

関内 における教育方 法の開 発・活用 、③ 効 果的な臨地実習の あ り方、④

保健 師及 び助 産 8藤 教 育のあ り方 につ いて 、平成 23年 2月 ● 日まで ●回

にわ た る検討 を行 つた。

な お、本検 討会 にお いて 教育 内容、教 育方 法の詳 細な検討 を行 うため

に、保健 師・助産 師・蕎 護 師教 育それ ぞ れ の ワ ーキ ング グル ープ を設置

した。

一方 、平成 21年 7月 15日 に「保健 師助 産 師看 護 師法及 び看 護 師等

の人材確 保の促進 に関する法律 の一部 を改正す る法律」が /AN市 され、平

成 22年 4月 1日 よ り保健 師 及 び助 産 師 の 修 業 年 限 が 6月 以 上 か ら 1

年以 上 とな つた ことか ら、保健 師 。勤 産 師教 育 ワ ーキ ンググル ープ にお

いて は、修 業年 限 1年 以 上の保健 g市 及 び助産 師の教 育 内容 と教 育方法 に

つ いて 検 討 を行 つた。 そ の 検 討 結 果 を踏 ま え、 本 検 討 会 にお いて 平 成

22年 11月 10日 に「 蕎 護教 育の 内容 と方 法 に関す る検討 会 第一次報

告」を と りま とめた。看 護 師教 育 につ いて は、看護 師教 育 ワ ーキ ンググ

ル ープの検討結果 を踏 まえ、本検 討会 に おいて 取 りま とめ を行 つた と こ

ろで あ る。

本 報 告 において は、最初 に着護 師教 育の教 育 内容 と方法 につ いて検討

結果 を報告 し、続 いて保健 師・助 産師・看 護 3市 教育 に共通 す る今後の課

題 等 につ いての 提言 をま とめ、本検 討 会 の最終 的な報告 とす る もので あ

る。

1.琶 護 師教育 の 内容
´
と方 法 につ いて

1.看 護 師教 育の現状 と課題

具体 的な検 討 に先 立ち、 看護 師教育の現 状 と課題 を整理 した。

○若 い世代 において は生活体験 が少 な <な つて いる。そのため 、看護 8市

養 成機 関で学ぶ学生 も全体 的 に生 活体験 が少な <、 教 育 を行 う上で は

教 員の 丁寧な 関わ りが必 要 とな つて いる。一方 で、丁寧 な 関わ りが学

生 の主 体性や 自立性 を育ち に <<し て いる側 面 もあ り、教 員 は葛藤 を

感 じて いる。

○また者護 師養成所 (以 下、「養 成所 」 とい う。)で は、社 会 人経験 のあ

る学生 も増 えて きて お り、学習 状況 や 生活体験 な ど様 々な面で 学生間

の差 が広 が つて いる。そ のため、個 展の学生 の レデ ィネ スに合わせ た



教 育 を行 う こ とが難 し<な つて いる。

○ 薔 護 師教 育 に おいて は、限 られ た時 FE35の 中 で学 ぶべ き知識 が 多 <な り、

カ リキ ュラ ムが過密 にな って いる。その ため学生 は主体 的 に思者 して

学 ぶ余 裕 が な <、 矢□識 の習得 はで きた と して も、矢0識 を活用 す る方 法

は習得 で きな い ことが あ る。

○ 臨 地 実 習 で は、在院 日数の 短縮化 によ り学 生が実習期 間 を通 して 一人

の 患者 を受 け持 つ こ とが難 しくな つて いる。また、患者層の 変化 や 憲

者 の権 利 擁 護 の ため な どによ り、従 来の 対象別・場 所別 の枠 組で 実 習

を効 果 的 に行 うことが 困難 にな って きて お り、目的 にあ った 学 習体験

の機 会 が 確 保 で き に <<な つて いる。

○ 学 生 は新 しい実習場 に適応 す るの に、一定 の時間がかか る。その ため、

短 期 間 で 実 習 場が 変わ る IIn在 の実習 方法で |よ 、学生 が各 々の 実 習場 で

十 分 に学 習 す る ことが 困難 にな つて いる。

○ 臨 地 実 習 で は、実 際 に対象 者 の看 護 を行 う ことよ りも看 護過 程 の展 開

に お け る思 者 の フ ロセ スに重 き を置 いて 指 導す る ことが 多 <、 技術 等

を実 践 す る機 会が減 少 して いる場合 も見受 け られ る。

○ 養 成 所 に お け る教 育で は、実 践の場 で学 習 を行 う場合 のみ 臨 地 実習 と

み な す こ とにな つて い る。その ため、その 日の臨地実 習 が終 了 した後

に、必 要 な 文献 を図書館 で調 べた り、実 習 記録 をま とめ た り して いる

状 況 であ り、課 せ られ た課 題 を こな す こ とに手 ―杯 で、自翁 で考 えて

行 動 す る とい う学 習 がで きな くな つて いる場合 もあ る。また 臨地 実習

の オ リエ ンテ ー シ ョン、体験 の振 り返 り等 を臨地実習 以外の 時間 で実

施 して い る ため、ます ますカ リキ ュラム が過密 にな り、学 生、教 員共

に 余裕 が 無 <な つて い る。この よ うに、蕎 護師教 育 に ついて は 多 <の
課 題 が あ る。

2.看 護 師 に求め られ る実 践 能 力 と卒業 時 の到達 目標

本 検 討 会 の 課 題 の 一 つ で あ る者 護 師 の 免 許 取 得 前 に学 ぶ べ き 内 容 を

導 き出 すた め に、始め に琶 護 師 に求め られ る実践能 力 と卒業 0寺 の 至」達 目

標 を検 討 した (表 1)。 検 討 に 当た って は、 前述の彗 護 師教 育の 現 状 と

課 題 、 本検 討 会 にお いて 表 明 され た意見、 国際琶護師 協会 (ICN)の 看

護 師 の 能 力の 枠 riE(2003年 、 2008年 )、 文部科学 省の「 看 護 学教 育

の 在 り方 に関 す る検 討会報 告 」(平 成 16年 3月 26日 )で 示 され た「看

護 実 践 能 力 育成の充 実 に向 けた 大学卒業 時の 至」達 目標 」の枠 組み を参考

に した。



1)看 護 師 に求め られ る実践能 力

看 護師 に求 め られ る実践能 力 と して次の 5つ の能 力 を設定 した。

I ヒ ューマ ンケ アの基 本的 な能 力

Ⅱ 根拠 に基づ き、看護 を計 画 的 に実 践す る能 力

Ill 健康 の 保持増 進、疾病の 予防、健 康の 回復 にかかわ る実践能 力

Ⅳ ケア環 境 とチ ーム体 tllを 理 解 し活用す る能 力

V 専 門職 者 と して研 鑽 し続 ける基本 能 力

2)卒 業時 の 到達 目標

至」達 目標 は、看護 師 に求め られ る実践能 力 に合わせて 5つ の群 に分 け

て 作成 した。な お、「『助 産 師、看護 師教 育の技術項 目の 卒業時 の至」達度 』

につ いて」(平成20年 2月 8日 付 け医政看 発第 0208001号 。)に おけ

る別 添「看 護 師教 育 の技 術項 目と卒業 0寺 の到 達度」は、Ⅱ群 Gの 22「 看

護 援助技術 を対 象者 の状態 に合わ せて適 切 に実施す る」の具体 的 な 内容

を示 した もの と位置 づ ける。

(1)I群  ヒ ューマ ンケ アの 基本的な能 力

構 成 要 素 を「 対 象 の 理 解 」、「 実 施 す る奮 護 に つ い て の 説 明 責 任 」、

「 倫 理的な奮 護実 践」、「 援助的 関係の形 成」と し、看護 師が 人 間 を対象

と してケ ア を実施 す るため に必 要 な能 力 につ いて到 達 目標 を作 成 した。

(2)I群  根拠 に基づ き、琶護 を計画 的 に実 践す る能 力

購 成要素 を「 ア セス メ ン ト」、「 計画」、「 実施」、「 言平ll15」 と し、看 護 を

計画 的 に実施 す る能 力 と しての至」達 目標 を作 成 した。

(3)Ⅲ 群  健康 の保持増進、 疾病の予 防、健康 の回 復 にか か わ る実

践能 力

構成 要素 を「健 康の保持・贈進 、疾病 の 予防」、「 急激 な健 康 状 態の変

イしにある対象 の奮 護 」、「 '晨 性 的な変化 にあ る対象 の看 護 」、「終 末 期 にあ

る対 象への看 護」 と し、健康状 態 に合わ せた至」達 目標 を作成 した 。

(4)Ⅳ 群  ケ ア環境 とチ ーム体制 を理解 し活用 す る能 力

構 成要素 を「琶護専 門職 の役割」、「琶護 チ ーム における委譲 と責務」、

「安全 なケ ア環 境の確 保 」、「保健 。医療 ・福 祉チ ーム に おけ る多職種 と

の協働」、「 保健 ・医療 。福祉 システム における者護 の役害」」 と し、ケ ア

を提供す る環 境 と協働 について至」達 目標 を作 成 した。

(5)V群  専 門職 者 と して研 鑽 し続 け る基 本能 力

構 成要素 を「 継 続 的 な学習 」、「 者護 の質 の 改善 に向 け た活動 」 と し、

卒 業 後 も専 Pヨ 職 と して働 き続 け る にあ た って の基 本 的 能 力 に つ いて 到



達 □標 を作成 した。

3.看 護 師 教 育 に お ける教育 内容 と方 法

作 成 した「 卒業 時の 到達 目標 」に示され るよ うな看 護 実践能 力 を身 に

つ け るため 、 免 許 取 得 前 に学 6ヾ べ き教 育 内容 と方 法 に つ いて 検 討 した。

1)看 護 師の 免許 取得 前 に学 ぶ べ き教 育 内容

○ 免許取 得 前 に学 ぶ べ き教育 内容 を検 討 し「看 護 師等 養成所 の運 営 に関

す る指 導 要領 につ いて 」 (平 成 13年 1月 5日 付 け健 政発 第 5号 。 最

終 改正 平成 21年 2月 19日 。以 下「指 導要領 」 とい う。)に おける

別 表 3の「 教 育の 基本 的考 え方」と「 留意 点」の 改正案 を作 成 した (表

2)。 検 討 |こ 当 た って は、 掲 定 規則 の別 表 3に 示 され て いる教 育 lA3容

及 び単 位 数 によ る教 育 を前 提 と した。

○ 表 2に お け る「 教 育の 基 本 的 考 え方 」の 1)～ 6)を 、「看 護 3市 に求

め られ る実 践 能 力 と卒業 時の 至」達 国標 」に示 され た 内容 に対応 させた。

1)及 び 2)は I群 に、 3)|ま Ⅱ群、 4)は Ⅲ群 に対 応 させた。 また

5)は Ⅳ群 に、 6)は V群 に対応 させ た。

○ 専 P5分 野 Ⅱの 「 留意 点 Jに つ いて は、「 看 護 の 対 象 及 び 目的 の理 解 」

は奮 護 師 教 育の 大前 提で あ り十分 に普及 して いる と考 え削除 した。次

に、指 定 規 興」に おけ る別 表 3の 備考 三 に基づ いて横 断 的 に科 目を設定

した 場 合 に も対 応 で き る よ うに、「 講義 、 演 習、 実 習 を効 果 的 に組み

合 わ せ、看 護実 践能 力の 向 上 を図 る lAJ容 とする J、 「健 康 の保 持増 進、

疾病 の 予防 に関 す る蕎護 の 方 法 を学 応ヽ 内容 とす る」 こ とを加 えた。

また、卒業 時 の 至」達 目標 に おいて 奮 護の 対 象者 を健 康 状態 で 表 した

一方 で、対 象 者 の 成長 発 達 段 階の理解 について は これ まで と同様 に教

育 内容 に含 まれ る こと を示 す ため に、 「 成長 発 達 段 階 を深 く理 解 し、

様 々 な 健 康 状 態 に あ る 人 々 及 び様 皮 な 場 で 看 護 を必 要 とす る 人 長 に

対 す る奮護 の方 法 を学 ぶ 内容 とす る」を加 えた。成 人看護 学、老 年看

護 学 、精神蕎 護 学 に記載 され て いた留意 点 につ いて は、現在 普 及が図

られ て いる もの と して 削除 した。

○近 年 、地 域 にお け る医療 提供 について は、在宅 だ けで な <老 人保健施

設、特 別養 護 老 人ホ ーム、グル ーブホ ームな ど様 尺 な場 に広 が り、こ

れ らの 場所 で 最 期 を迎 えた りす るな ど、医療 サ ー ビ スや医療 提供 の場

が 変化 して い る。これ らの 変化 に対応 で きるよ うに、統合 分野 の在宅

蕎 護論 につ いて は、多様 な場 での療 養生 活 に対応 した 教育 内容 を展開

で き るよ うに、 留意 点で「在 宅 」と示 して いた 箇所 を「 地 域 」に変更



した。

2)者 護実践 能力 を育成 するため の教 育方 法

(1)講 義 ・演習 。実習 の効 果 的 な組 み含 わせ

○ 専 門基 礎 分 野 と専 P5分 野 の 教 育 内容 を関 連 づ け る よ うな教 育方 法 を

用 いる ことで、 専 P5基 礎 分 野 の学習効 果 が高 まる ことが考 え られ る。

例 えば、看 護教 員が専 P3基 礎 分野の「 人 体の構造 と機 能」や「疾病 の

成 り立ち と回復の促 進 」等 につ いて看 護 への つな が りを示す ことで、

学 生 が これ らの教 育 内容 は看 護 を行 うた め に必 要 な 知 識 で あ る と理

解す る ことがで きた との意見 が あ つた。この よ うな教育 を行 うため に、

専 PS基 礎 分 野 の 教 員 と専 任 教 員 が 一 つの 科 目 を分 担 して教 授 す るな

ど、分野 を超 えた教育体制 を とる ことも必要で あ る。

○外国の看 護教 育で は、知識 と実 践 を統 合 す るため に一つの 授業科 目に

おいて講義 と実習 を交互 に行 い、知識 と実践 を効 率 的 に統合 させて い

<よ うな教 育方法 を取 り入れ て いる との 意見 もあ った。この よ うな教

育方法 を手 がか りに し、我が国 で も看 護教 育 における新 しい教育方 法

を開発 して い <こ とも必要 で ある。

○ 学 内で シ ミ ュ レー シ ョン等 を行 うな ど臨 地 実 習 に向 けて 準 備 を して

お <こ とによ り、効 果的 に技術 を習得 する ことが 可能 とな る。特 に侵

襲性の高 い技術 は、対 象者の安全確保 の ため にも臨地実習の 前 にモデ

ル人形 等 を用 いて シミ ュレー シ ョンを行 う演習 が効 果 的で あ る。

○ 臨地実習で経験 で きな い内容 (技 術 な ど)は 、シミ ュレー シ ョン等 に

よ り学 内での演習 で補完 する等の工 夫が 求め られ る。

○指定規則 の別表 3で 規定 されて いる教 育 内容毎の 講義・臨地 実習だ け

で はな <、 教育 内容 を横 断 して授業科 目を設定 した り、指定 規貝」の教

育内容毎 の単位数 に とらわれ ず単位 を設 定 した りす る ことによ り、教

育効果 をあ げる ことも可能 であ る。特 に臨地実習 において は、実習施

設 や対 象 者 の特 性 に合 わ せ て 各 看 護 領 域 を横 断 して 教 育 内容 を組 み

合わせて 実習 を行 うことによ り、教育 内容 が変わ る度 に実習 施設が変

わ る ことや実習施設の確保 等 の課題 が解 消 され 、実習期 間 を有効 に活

用する ことが可能 とな る。

○指定規則 における教育分野・看護 の領 域間で重複 す るよ うな教育 内容

は、当該 教育分 野若 しくは当該看 護領 域 で 目指 す べ き卒業 時 の至」達 目

標 が達 成 され るよ うに、 養 成 所 全 体 で 定 期 的 に見 直 す こ とで 、効 果

的 ・効 率的 に教育 を行 うこ とができる。



(2)講 義・ 演 習 に おけ る効 果 的 な指 導 の方 法

○ 学 生 が 自 己の琶 護実践 について の 分析 力、統合 力を身 につ けるため に

は、技 術 習得 に焦点 をあてた演 習 や臨地 実 習 にお いて学生 が 実 際 に体

験 す る機 会 を多 <し 、体験の 後 に は必 ず振 り返 りを行 うことが効果 的

で あ る。

○ 奮 護 師 教 育 の 早 い 時 期 に行 わ れ る こ との 多 い専 P5基 礎 翁 野 の教 育 に

お いて は、学 生の興 味関′いが 高 ま るよ うに着 護 と関連 づ けた 事 例 を用

い るな ど教 育 方法 を正 夫 し、専 P3基 礎 分 野 の教育 内容が蕎 護 の 役 に立

つ 内容 で あ る ことを意識 で きるよ う教授 す る ことが望 ま しい。

○認 定 着 護 師 や 専 P]奮 護 師 な ど、学 生の 目標 に繋が るよ うな彗 護 8市 と学

生 が 関わ れ る よ う、講義 や演 習 を設定 す る ことによ り、学習 の 動機付

け とな る こ とが 考 え られ る。

○演 習 に お い て 実 習施 設か ら招 いた 専 P3家 の 1旨 導 を受 ける こ とによ り、

今 日の 臨 床 で 用 いて いる新 しい技 術 を学 ぶ ことがで きる。また、臨地

実 習 の 際 に既 知 の 指導 者 が い る こ とで 学 生 が実 習 に取 り組 み や す <

な る効 果 が考 え られ る。

○ シ ミ ュレータ ーを活用 す る学習 は、技 術 の 獲得 において は効 果的で あ

るが、コ ミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を伸 ばす に は限 界がある。模 擬 患者 を

Vlj用 す るな ど、コミ ュニケ ー シ ョン能 力 を補 完す る教 育方 法 を組み 合

わ せ て る必 要 が ある。

○ 実 践 力の FO」 上 を高め る教 育 を行 うため に l~3、 高額 な シミ ュ レータ ー等

の機 器 は複 数 の 賛成機 関や病院 間で 共有 し、機器 を保有で きな い賛成

機 関 にお いて も シミ ュレータ ー を用 いた演 習がで きるよ うに、地域 で

効 果 的 に活用 す る仕 組み を作 る こ とも必 要で あ る。

(3)効 果 的 な 臨 地 実習 の方 法

○臨 地 実 習 で は 、到達 曰標 を達 成 で きるよ うにす るため 、実 習 場 で しか

体験 で きな い ことは確実 に体験 で きるよ う積極 的 に調整 し、そ の後の

振 り返 りを充 実 させ る ことが重 要 で あ る。

○ 学 生 の 自律 的 な学習 を促 進す るため には、日授の学 生の体験 および実

践 能 力の 習 得 状 況 を確認 し、その 学 生の 状 況 に合わ せた関わ り方 をす

る 嚇 要が あ る。

○ 実 践 能 力 を育 成 す るため には、実践 と思 者 を運動 させなが ら学ぶ こと

が で きる よ うにす る必要があ る。そ のた め には、実習の事 前 準備 や実

習 中 ある い は実 習後 に振 り返 りを行 う ことが必要で あ る。ま た、提供

す る看 護 の エ ビデ ンスを確 認す るため の 文献検 索や、患者 に合わ せた
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技術 を提 供 す る た め の 演 習 な ども実 習 の 効 果 を 上 げ る た め に は必 要

であ る。

○ このよ うに臨地実 習 を充 実 させ るため には、看 護実 践の場 以外で行 う

学習 も臨地 実習 に含 め る ことが望 ま しい。ただ し、実践 の場以タトで行

う学 習 は、実践の場 におけ る学習時間 を十分 に確保 した 上で、その 目

的 を明確 に し、計画 的 に行 う必要 があ る。

○ 臨 地 実 習 の 領 域 毎 に実 習 場 が変 わ る こと によ る弊 害 を解 決 す るため

には、一 つの実習場 で 時間 をかけて 卒業 時の至」達 目標 に達す るよ うに

実習 を編成 す る ことも効 果 的であ る。

○従来 の領域 別 の臨 地 実 習で はな <、 対象 者の健康状 態、特性、病棟 ま

た は施 設 な どの 蓄 護 実 践 の場 を弾 力 的 に組 み 合 わ せ て 実 習 を行 う場

合 は、学生 が どのよ うな対象者 に関わ り、どの よ うな学 び を したか を、

教師 と学生 双方 が共 通 に認 識で きるよ うにす る必要 が あ る。そのため

には、体験 した 内容 や 獲得 した能 力を記 載 した もの (ポ ー トフ ォリオ

な ど)を 活用 する こ とが効果 的であ る。この よ うな 学習 の記録 によ り、

教育 内容 が網 羅され た効 果 的な臨地実習 を行 うことが可 能 とな る。

○実習施 設 に は学生 が活 用 で き る図書 を看 護 師養 成機 関が 準備 した り、

情報の検 索がで き るよ うに IT環 境 を整 えた りす るな ど、学習環境 を

充実 す る必 要が ある。

3)学 生の実 践能 力向 上 のための教育体制

(1)教 員及 び実習 指導 者の指導能 力の 向上 に向 けて

○教育 の質 を高め るため には、教 員が 自己の教育方 法 を常 に見直す と と

もに、琶 護 師養成機 関 と して も、教 育方 法の見 直 しについて組織的 か

つ定期的 に取 り組め るよ うな仕組み を設 け る ことが必要 で ある。

○学生 に振 り返 りの指 導 を行 い、着護の考 え方 を深 め させ 、看護実践能

力を高め るため に、教 員や実習指導 者 には看護 実 践の場 の出来事や学

生の体験 等 を教材イじす る能 力が必要で あ る。

○実習指 導 教 員※1に つ い て は、 IIn在 特 に要 件 が規 定 され て いな いが、

臨 地 実 習 に お いて 専 任 の 教 員 と同 程度 の 指 導 が で き る こ とが 期 待 さ

れ る ことか ら、実 習指 導 に関する何 らか の研修 等 を受 ける ことが望 ま

しい。

(2)教 員 と実習指導 者 の役害」分担 と連携

○臨地実習の 学習効 果 を高め るため には、教 員 と実 習指導 者 の合同会議

を開催 するな ど、双 方 で学 生 の学習状況 等 に,つ いて情報共 有等 を行 う



こ とが必 要で あ る。

○教 員 と実 習 指 導者がそれ ぞれの役害」を果たすため には、両 者 が協働 し

て 実 習 指 導 を行 うことが望 ま しい。 そ の 際 は、 教 員 と実 習指 導 者が、

学 生 の進 度 状 況 を共有 し、指導 を適切 に分担 して い <こ とが 必要で あ

る。特 に、臨地 実習 で体験 した こ との振 り返 りにおいて 、教 員又 は実

習 指 導 者 の い ず れ か が 直 接 指 導 で き る よ う指 導 体 制 を整 え る こ とが

必 要 で あ る。そのため には、教 員 と実習指導 者 とも に現 在 以 上の 人数

の 確 保 が 望 まれ る。

※ 1 実習指導教員…指導要領で定め る教員で、「実習施設で学生の指導に当

たる蕎護職員を実習指導教員と して確保することが望ま しいこと。」と規定

している。

4.修 業 年 限 に と らわ れ な い 看 護 師 教 育 で 学 ぶ べ き 内 容

現 行 の 彗 護 師 教 育 の 修 業 年 限 は 3年 以 上 で あ る が 、これ に と らわ れ ず

に 教 育 す る こ と と した 場 合 に 、 学 Sべ き 内 容 は 何 か に つ い て 検 討 した 。

な お 、 こ こ で い う「修 業 年 限 に と らわ れ な い Jと は 、 IEQ行 の 修 業 年 限 3

年 以 上 に 1年 程 度 加 え た 年 数 を想 定 して い る。

1)修 業 年 限 に 関 連 した 看 護 師 教 育 の 現 状

○ 平 成 20年 の 指 定 規 則 の 改 正 に お い て 修 業 年 限 が 変 わ らな い ま ま単 位

数 が 増 加 した こ とか ら、3年 間 で 教 育 を 行 う に は 過 密 な カ リキ ュラ ム

とな つて お り、社 会 の 要 請 に応 え る看 護 師 を養 成 す る こ とが 困 難 な 状

況 にな つて い る。

○ 近年 、養 成 所 で は社 会人 入学生が増 えて お り、学生層 が二極 イじして き

て い る。 基 礎 学 力が十 分 とは言 えな い学 生 に合わ せ て教 育 を行 うと、

社 会 人経験 の あ る学生 に と って は物 足 りな い lA」 容 となる。両者のギ ャ

ップが大 き い中、現 行の教育体制・方 法で両者 に対 し、同 じ教 育期間 ・

教 育「A3容 で 卒 業 0寺 の到 達 目標 を達 成 で き る よ うに教 育 を行 う こ とは

困難な 状 況 で あ る。

2)修 業 年 限 に と らわれ な い場合 の 教 育 内容

○現 在の 学 生 の状 況 か ら考 える と、看護 師教 育の初 期 に基礎 的な学 力を

高 め、彗 護 師 教 育の 内容 を十分 に理解 で きるよ うにする ことが必要で

あ る。

○ そ の ため 、現 行 の指 定規貝」におけ る看 護師教育 の教 育内容 と単位数 を



国家試験 受験 資格 の要件 と しつつ も、教 育 内容 を拡充 して看 護師教育

を行 うことも考 え られ る。

○修 業 年 限 に と らわ れ な い場 合 の 教 育 内容 の 充 実 の力 向 性 は い <つ か

考 え られ る。

① いわゆ る初年次教 育 と して の読解能 力や数的処理能 力、論理 的能 力

を高め るための教 育 内容や、人間の とらえ方や ものの見方 を涵養す

るため の教養教 育の充 実

② 免許 取得前 に必要 な教育 内容 に加 え、今後 の薔護 師の役害」拡大 を視

野 に.入 れ た 専 Pヨ 基礎 分 野 の 教 育 内容 の充 実 な ど個 々 の 養 成 所 が 望

む教育 内容の充 実

③ 養成所 が設 置 されて いる地域 の特性 を踏 まえた教育 内容 の充実

○ 個 々 の養 成 所 が 自 らの 教 育 理 念 や 学 生 の 状 況 に応 じて① か ら③ を複

数選択 し、組 み合わ せて教育 を充実 させ る ことも考 え られ る。

Ⅱ。 今後の保健 8市 ・ 助 産 師・ 看護 師教育 の教 育 内容 と方 法 につ いて

1.琶 護 職員 と して の「 能 力」 を育成す る教 育 への転 換

○本検 討会の成 果の ― つは、保健 師・助 産 師・琶 護 師 に求め られ る実 践

能 力 を明 らか に し、 卒業 時の到達 目標 を作成 した ことで ある。

○能 力 を育成す る教 育 につ いて は、平成 20年 7月 の「 看護 基礎 教育 の

あ り方 に関す る懇談 会論点整理 」において、看護職 員 に求め られ る資

質・能 力が示 され、看 護基礎 教 育の充 実 の力 向性 と して「 状 況の変 化

に対応 で きる能 力 を身 につける教育への転換が相 応 しい」とされた と

ころであ る。

○そ こで、本検 討 会の検討課題 の一 つで ある免許取得 前 に学 ぶべ き事項

につ いて は、最初 に保健 師、助 産 師、看 護師 に求め られ る能 力 につ い

て検 討 し、 これ を踏 まえて、「 卒業 時の 至」達 目標 」 を設定 した。

○保健 師・助産 8爾 教 育 において は、「『 助 産 師、看護 師教育の技術項 目の

卒業 時の到達度』 について」 (平 成 20年 2月 8日 付 け医政蕎発 第

0208001号 。)の 別添「 助産 師教 育の技術項 目 と卒業 0寺 の至じ達度」、

及 び「『 保健 師教 育 の技術項 目の卒業 時 の至」達度 』につ いて」(医 政琶

発平成 20年 9月 19日 付 け医政奮発 第 0910001号 。)の 別添「 保

健 師教 育の技術項 目 と卒業 8寺 の至」達度 」に基 づいて検討 した。これ ら

の技術項 目は対象 者 等の状況 を見極め 、具体 的な 介入方法 を選択 し実

際 に支援 等 を行 うとい う思者 ・判 断・ 行為 のプ ロセ ス を含 む保健 師、

助産 師の実践能 力 を表 して いる と考 え られ たか らで あ る。

10



○ 蕎 護 師 教 育 に つ いて は看 護 師 に求め られ る 実 践 能 力全 体 に つ いて 検

討 を行 い、卒業 時の 至」達 目標 を設定 した。国際 的 に も「 能 力」の育成、

評価 への 関心 が高 ま つて お り、蕎 護師の能 力 について も国際蕎 護師会

(ICN)の ジ ェネ ラ リス ト・ナ ースの能 力 を表 した国 際規 準フ レー

ム ワ ークが あ るため 、 これ を参考 に した。

○ この保健 師・助 産 師 ・看 護師教 育 における「 卒業 0寺 の 至」達 目標 」を達

成 す るため に必要 な教 育 内容 が、各長 の免許 取得 前 に学 Sヽ べ き内容 と

な る。 今後、 保健 師 ・助 産 師 ・看 護師教 育 を行 う養成 所 にお いて は、

広 い視 野 で これ か らの 彗 護の 方向性 を考 え、学生 が深 <着 護 を考 える

こ とがで き るよ うに、各 長の卒 業時の到達 目標 を達 成す るた めの教育

内 容 と教 育方 法 につ いて入念 に検 討 し、具 体 的な 教 育 内容 を設定す る

こ とが 求め られ る。

○ ま た、学 生 が状 況 に応 じて多 <の 矢口識 を組み 合わ せて 活用 し、役害」を

果 た す能 力 を獲 得 で き るよ うな教 育方法 の開 発 も求め られ る。

○ 保 健 師 ・助産 師 ・看 護 師 に求め られる実践 能 力は、卒業 した後 も実務

経験 を通 して 発達 して い くもので ある。蕎 護 基礎 教 育 にお いては、自

己の 実 践 能 力 を評 価 し継 続 的 に学 習 して い <能 力 を 高 め る教 育が 必

要 であ る。

2.免 許 取得 前 に学 ぶ べ き教 育 内容の考 え方

○ 保 174師 ・助産 師・着 護 師教育の いずれ において も、今 後強 化す べき教

育 内容 |よ 、次の 11,か ら (6)に 示 す とお りであ る。これ らは、専 P3家 と し

て 自党 的 に 役 害」を果 た して い <た め の ヒ ューマ ンケ アの 基 本 的な能

力の基 礎 とな る教 育 内容で あ る。

11,人 間性 の ベ ー スにな る倫理 性、 人 に寄 り添 う姿 勢 について の教育

12,状 況 を見極め 、 的 確 に判断 す る能 力を育成 す る教 育

13)コ ミ ュニ ケ ー シ ョン能 力、対 人関係能 力の 育成 につなが るよ うな教

育

14,健 康 の 保持増 進 に関す る教 育

15,多 職 種間 の連 携、 協 働 と社会 資源の活用 に関す る教 育

0主 体 的 に学習 する態度 を養 う教育

○ 助 産 師や雹 護 師 には、対 象者 の 生命の維持や 、身体 の 苦癌 を早期 に和

らげるため の技 術 が 必 要 であ る ことか ら、上 記の 教 育 内容 に加 え、緊

急 0寺 の 対 処 能 力 の 基 礎 と な る フ ィジカ ル ア セ ス メ ン トにつ いて 強化

す る必 要が あ る。また、疾病 が どのよ うに生 活 に彩響 す るか を lth」l身 両



面 か らアセスメ ン トし、予演lし て 対応 す る能 力 を培 う教育 も必要で あ

る。

○保健 師 には健 康危機 の予防や対 処のため に、行政 保健 、産業保健、学

校 保健の 各領域 にお いて、健康 危機の ア セスメ ン トを行 うことがで き

る教育 が求め られ る。

3.看 護基 礎教 育 における効 果的な 教育方法

1)講 義・ 演習 。実習の組み 立て方

○学生 は、臨地 実習 において講義 や演習で 学 んだ知識 を統合 して個別の

対 象者 に合わせ て看 護 を提供 で きるよ うにな る ことが期待 され る。そ

の ため、演習で 判断す る能 力 を身 につ け、臨地 実習 において 実際の看

護実 践 のダ イナ ミズム の中で体験 して 学 んだ蕎護 を基 に、更 に必要 な

矢0識 を学 ぶ とい うよ うな繰 り返 しの学 習方法が 必要 である。

○ この よ うな学 習方 法 を通 して、保健 師・助 産師 。琶護 師 と して 活動 す

る様 々な場 にお いて、対 象者の健 康の 状態や生 活の状況 に応 じた看護

が実 践で き る能 力が育成 され る。

○ 卒業 0寺 の到達 目標 は、ある状 況 に対処す る、あ るいは問題 を解 決す る

こ とがで きる状 態 を表 して いる。その達 成 には、領 i或 横 断的 に矢0識 を

組み 合 わせ て活用 する ことが必要 であるため、領 1或 横 断的な 講義 '演

習・実習 を行 うことも必要で あ る。特 に演習 は知識の教授だ けで はな

<、 思 者 を通 して知識 を統 合 し、それ を表現 す る能 力 を高め る教育方

法で あ るため 、講義 や実習 との 関連 を考 え、効 果 的 に演 習 を位 置 づけ

る ことが必要で ある。

○現 在 、助 産 師 ・着 護 師教 育 の臨 地 実 習 にお いて は、 侵襲 を伴 う行 為 を

体 験 す る ことが難 し<な つて い る。 そ の 一方 で 、現 場 で は医 療 の 高度

化 に よ り、助 産 師や看 護 師 に侵 襲 を伴 う行 為 が 求 め られ て い る。 こう

した 侵表 を伴 う行 為 を習 得 す るた め には、 シミ ュ レータ ーの活用 や 状

況 を設 定 した演習 を充 実させ る ことが求め られ る。

○卒業 0寺 の至」達 目標 を達成す るための臨地実習 の あ りん と して 、琶護領

i或 毎 に看 護 過 程 を中 心 に行 う臨 地 実 習 が 効 果 的 で あ るか ど うか検 討

が 必要で あ る。卒業 時の至」達 目標 と臨地 実習の 目的の 関連性 、学ぶベ

き内容 を明確 に し、その 目的が達成で き るよ うに柔軟 に実習 の場 を開

発 し、実践的な教育 を行 うことが望 まれ る。

○ また、領 i或 横 断的な臨地実習 を行 う場 合 は、実 習の 目標 と内容、評価

の 方 法 を明確 にする必要があ る。

９
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2)臨 地 実 習 の指 導 体制 と実 習 を指導す る者 に求 め られ る能 力

○臨 地 実 習 につ いて は、学生 が豊 か に学ぶため に改善 すべ き多 <の 課題

が あ る。看 護 を必要 とする人展の 1い 身 の状態 とそれ に対す る看 護の必

要性 の 判 断 な ど、臨地 で 目の当 た りにす る事 象 に基 づ いて 深 い悪者 を

伴 つて学 べ るよ うにす る には、教 員 と実習指 導 者の連携 が重 要であ る。

そ のた め には、請義 と実習指 導 を両方担 つて い る専 任教 員 については

増 員 に向 けて検 討 す べ きで あ り、実習指導教 員 には資質 の向 上が求め

られ る。また、専任の 実習指導 者の配置 を推進 す る ことも重 要な課題

で あ る。

○ 現 在 は、講義 を受 けた後 に実 習 を行 う とい う演繹 的 な学 習 方 法が多 い

が 、実 習 にお け る看護実 践 の経験 か ら学習課題 を明確 に し、問題解決

的 に学 習 して い <帰 納 的 な 方 法 も思 者 力 や 判 断 力 を養 うた め に必 要

な 学習 方 法 であ る。このよ うな帰 納的な方 法で実 習 を指導 す る場合 は、

専任 教 員 、実習 指 導教 員、実習 指導者 には個々 の学 生 の体験 を教材イし

す る能 力 が 一層 求め られ る こ ととな る。

3)教 育 評 価 に基 づ <教 育の質 の 向 上

○教 育 の 質 の向 上の ため には、教 員 一人 一人が 自己の教 育実 践 を評価 す

る ことが 重 要 で あ るが、さ らに組織 を挙 げて定期 的 に全体 的 な教 育の

lAj容 及 び 方 法 につ いて評価 を行 うことが必要で あ る。

○「 学 校 教 育 法施 行 規 貝」等 の 一 部 を改正す る省令 」 (平 成 19年 10月
30日 4寸 け文部 科 学 省令 第 34号 )に よ り、学校 評価 は 自己表化及 び

結 果の /AN表 が義 務 化 され て い る。大学 において は 自己点検 。自己評価

結果 を公 表 して い る。養 成所 に おいて も この よ うな評価 を一層 推進す

る こ とが 必要で あ る。

4。 今後 の 課 題

〇 近 年、知 識 習得 か ら能 力獲得 へ と「 学習 」の概 念 が変 化 して きて いる。

本 検 討 会 にお いて も、保健師 ・助 産師・琶 護 師教 育 において 1音 う能力

を明 らか に し、卒業 時 の 至」達 目標 と して 示 した。至」達 目標 と して示 し

た これ らの 能 力 は、学 生 の実 践 において 、矢0識 ・思者 ・行 動 の統 合を

通 して 発 揮 され るため 、単 に学生 の知識 の保 有量 で 評価で き る もので

はな い。保健 師・助 産 8雨 ・看 護 師 教育 を担 う教 員、実習指 導 者等 を始

め とす る 関係 者 には、学 生の能 力 を評価 す る方 法 を開 発 し研 1賛 す るこ



とが求め られ る。

○今後 は保健 師・助産 師・看護 g雨 に求め られ る能力 と至」達 目標 を主 0艮 に

置 きなが ら、教育内容 の構成 をする こ とが望 まれ る。養成機 関 におけ

るカ リキ ュラム作成 にあた って は教 員 に柔 軟な思者 が求め られ る。

○平 成 8年 の指定規興」の改正 に おいて単 位制 が導 入され たが、看護 師等

養成所の運 営 に関するま旨導要領 の別表 1、 2及 び 3に は単 位数 と総時

間数が併記 されて いる。 ここで い う単 位 とは大学設置基準 (昭 和 31

年 文部 省令 第 28号 )に よ る単 位の考 え方 に準 じる もので あ り、講義

は 1単 位 15～ 30時 間、演習 は 1単 位 30時 F80、 臨地 実習 について

は 1単 位 45時 間で ある。看 護教 員は この考 え方 を踏 ま えて、教育 目

標 の 達 成 の た め に責 任 を持 って 単 位 数 と時 間数 を設 定 す る こ とが 望

ま しい こ とか ら、総 時間数 を併記す る こ との是非 について は検 討 を続

ける必要 が あ る。

○看護基礎教 育 の充 実のため には、教 員数 の充足 な ど教育体 制 を整 える

ことが重 要で あるため、教員数 について は何 らかの措置 を検 討す る必

要 があ る。

○看 護実 践能 力 を高め るため に も臨地 実習 の充実 は重 要で あ る。現在 、

実 習指導 教員 を置 <こ とが望 ま しい とされて いるが、実習指導 教 員の

資質の 向上 を図 る機 会 を設 ける ことも検 討する必要があ る。

○教 育の質の 向上のため には、自己点検 。自己評価 に とどま らず 第二者

評価 の導 入 も進 め、客観 的 に自校 の教育 を見直 して い <こ とが必要で

ある。

本報 告書 及 び「者護教育の 内容 と方 法 に関す る検 討会第一次報告」

おいて、今後の看 護教育 を充 実 す る万 向 性が示 され た ところで あ り、

の報告 によ り、看護教 育の質の 向上が図 られ る ことを期待 した い。

に

こ
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看護師に求められる実践能力と卒業8寺の至」達目標 (案)

雫
護8市の実践能力 1   構成妻素 卒業0寺の至」達目標

Ｌ

Ｆ

I君羊
ヒューマンケアの
基本的な能力

A 文」象の理解

1

2

3

人体の構造と機能について理解する

人の誕生から死までの生涯各期の成長、発運、
｀
加齢のI13徴 を理解する

文」象者を身体的、lb理的、社会的、文化的倶」面から理解する

B 実施する者護につい
ての説明責任

4

5

6

実施する着護の根拠・目的・方法について相手に分かるように説明する

自らの役害Jの範囲を認識し説明する

自らの現在の能力を超えると半」断する場合は、適切な人に1/0言 を求める

倫理39な看護実践

７

８

９

‐０

「

対象者のプライパシーや個人情報を保護する

文」象者の価値観、生活習llR、 lle習 、信条などを尊重する

対象者の尊厳や人権を守り、擁護00立場で行動することの重要性をI里解する

対象者の選択権、自己決定を尊重する

組織の倫理規定、行動規範に従つて行Il」 する

援助的関係の形成

12

13

14

15

文」象者と自分の境界を尊重しながら援助00関係を維持する

文」人技法を用いて、対象者と援助的なコミュニケーションをとる

対象者に必要な情報を対象者に含わせた方法で提供する

文」象者からの質問・要請に誠実に文J應する

レ    Il=羊
根拠に基づき、歯護
を言1画的に実践する

能力

E アセスメント
16

17

健康・lA態のアセスメントに必要な客観00・ 主観89情 報を収集する

情報を整理し、分析・解釈・統合し、課題を抽出する

計画F
８

　

９

文]象者及びチームメンパーと協力しながら実施可能な着護計画を立案する

根拠に基づいた個別8'な着護を計画する

G 実施

20

21

22

23

24

計画した琶護を対象者の反応を捉えながら実lltす る

計画した看護を安全・安楽・自立に留意し実施する

琶護援助技術を対象者の状態に合わせて適切に実施する

予濃」しない1犬況の変1ヒ について指導者又はスタッフに報告する

実施した者護と対象者の反応を記録する

H :平 1面

５

　

６

２

　

２

予測した成果と照らし合わせて実施した者護の結果を評価する

評価に基づいて計画の修正をする

lll康の保|も ・増進、
病の予防

27

28

29

30

31

生涯各期における健康の保l寺 1曽進や疾病予防における看護の役害」を理解する

環境の変イしが健康に及ほす影響と予防策について1里解する

健康1曽進と健康教育のために必要な資源を理解する

文」象者及び家族に合わせて必要な保健指導を実施する

クI娠、出産、育児に関わる援助の方法を理解する

15



lll群

健康の保持1曽進、
疾病の予防、健康の

10El復にかかわる実践
能力

急激な健康状態の変
化にある対錬への

看護

３２

　

３３

・

３４

一

３５

一

３６

一

３７

　

３８

　

３９

急激な変イヒ状態 (周手術期や急激な病状の変1し、救命処置を必要としてしヽ

等)にある人の病鶴こ治療について理解する  _́____
急激な変1じ状態にある人に治療が及ぼす影響について理解する

文」象者の健康状態や治療を踏訣え、看護の優先lllA位 を理解する

状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

状態の変化に文」処することを理解し、症状の変イヒについて迅速に報告する

合併症予防の療畳生活を支援をする

日常生活の自立に向けたリハビリテーションを支援する

文」象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

慢性的な変化にある
対象への替護

４

　

５

　

６

４

　

４

　

４

40

41

42

43

慢性的経過をたどる人の病態と治療について理解する

慢性09経過をたどる人に治療が及ほす影響について理解する

対象者及び家族が健康障害を受容してい<過程を支援する

必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する (憲者教育)

必要な治療を継続できるようなソーシャルサポートについて理解する

急性増悪の予防に向けて継続的に観察7,__          __JL_
慢性30な健康障害を有しながらの生活の質 (QOL)向上に向けて支援する

L終末期にある文」象ヘ

の薔護

４７

　

４８

　

４９

死の受容過程を理解し、その人らしく過ごせる支援方法を理解する

終末期にある人の治療と書痛を理解し、緩和方法を理解する

署取りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

Ⅳ君羊
ケア環境とチーム体
制を理解し活用する

能力

M看 護専門職の役害」
50

51

看護職の役容」と機能を理解する

看護師としての自らの役害」と機能を理解する

N琶 護チームにおける
委譲と資務

５２

・
５３

　

５４

看護8市は法89範囲に従つてl■夢を地者 (薔護補助者等)に委lIすることを理解
する

蕎護8雨が委任した仕事について様々な側面から他者を支援することを理解する

仕事を83分39に他者に委lIする場合においても、自らに説明義務や責任がある

「
と芥I堕確する

安全なケア環境の
確保

55

56

57

58

59

医療安全の基本的な考え方と看護師の役害」について理解する

治療薬の安全な管理について理解する

リスク・マネジメントの方法について理解する

感染防止の手順を遵守する

関1系法規及び各種ガイドラインに従つて行動する

保健・医療・福祉
チームにおける多
職種との協働

61

62

63

64

保lln・ 医療・福祉チームにおける看護及び他職種の機能・役割を理解する

対象者をとりまく保健 。医療 。福祉従事者間の協働の必要性についてIIE解する

文」象者をとりまくチームメンバー間で報告・連絡 。相談等を行う

ヌ」象者に関するケアについての意思決定は、チームメンバーとともに行う

チームメンパーとともに、ケアを評価し、再検討する

Q保 健 ,医療・福祉シ
ステムにおける琶護
の役害J

６５

６６

６７

６８

一

６９

薔護を実践する場における組織の機能と役害1について理解する

保健 。医療 。福祉システムと薔護の役客」を理lηする

国際的観点から医療・琶護の役害Jを理解する

保健 。医療・福祉の動向と課題を理解する

様々な場における保健 。医療・福祉の連携について理解する

16



V群
専P5Fel者 として研鑽
し続ける基本能力

R継 続的な学習

７。

一

７‐

琶護実践における自らの課題にllRり 組むことの重要性を理解する

継続00に 自劣の能力の維持・向上に努める

S着 護の質の改善に向
けた活動

７２

一

７３

雹護の質の向上に向けて薔護師として専門l・Iを発展させていく重要性を理解す
る

奮護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する

●

●

17
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看護師等賛成所の運営に関する指導要領 日」表3
蕎護師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

教育の基本的考え方

1)人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として幅広<理解し、蕎護師としての人間関係を形

成する能力を費う。

2)看護B幕としての責務を自覚し、倫理に基づいた着護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に基づき、蓄護を計画的に実践する基礎的能力を養う。

4)健康の保持i曽進、疾病の予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化に応じて実践する

基礎的能力を養う。

5)保健・医療 。福祉システムにおける自らの役害」及び他職種の役害」を理解し、他職種と連携・協働する

基礎的能力を養う。

`p専

門職業人として、最新矢0識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基

礎

分

野

　

　

　

▲
ワ

科学的闇者の基盤

人間と生活・社会の理解
} 13

「専門基礎分野」及び「専Pヨ分野」の基礎となる科目を設定し、

併せて、科学的思者力及びコミュニケーション能力を高め、感

性を磨き、自由で主体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広く理解出来る内容とし、家族論、人間関係論、

カウンセ |リ ング理論と技法等を含むものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるようなlA」 容を含む

ものとする。

職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権

意識の普及・高揚が図られるような内容を含むことが望試しい。

′Jヽ    言十 13

専

門

基

礎

分

野

　

　

　

　

　

一

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の

促進

健康支援と社会保障 itll度

15

6

人体を系統だてて理解し、健康・疾病・障害に関する観察力、

判断力を強化するため、解剖生理学、生イじ学、栄餐学、薬理学、

病理学、病態生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとし

て学ぶ内容とする。

演習を強化した内容とする。

人長が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて社会資源を活

用できるように懸要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保

健医療福祉に関する基本概念、関係制度、関係する職種の役害」

の理解等を含むものとする。

/」  ヽ   言十 21

ｎ
υ



専F3分野 Iでは、各彗護学及び在宅着護論の基盤となる基礎的

理論や基礎的技術を学ぼため、着護学概論、者護技術、臨床琶

護総論を含む内容とし、演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フィジカルアセスメントを強化する内容

とする。

事例等に対して、看護技術を適用する方法の基礎を学IS内容と

する。

看護師として倫理的な半」断をするための基礎的能力を養う内容

とする。

成人着護学

者年者護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

臨地実習

６

４

４

４

４

‐６

６

４

２

２

２

講義、演習、実習を効果的に組み合わせ、奮護実践能力の向上

を図る内容とする。

健康の保持増進、疾病の予防に関する香護の方法を学61内容と

する。

成長発達段階を深<理解し、様々な健康状態にある人々及び

様々な場で看護を必要とする人長に対する琶護の方法を学ぶ内

容とする。

矢0識 。技術を薔護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結

びつけて理解できる能力を置う実習とする。

チームの一員としての役割を学ぶ実習とする。

保健医療福祉分野との連携、協働を通して、看護を実践する実

習とする。

専

門

分

野

Π

20



統

合

分

野

●́

ぬ

在宅蓄護論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅蕎護論

着護の統合と実践

4

4

4

２

　

　

２

在宅着護論では地域で生活しながら療養する人長とその家族を

理解し地域での看護の基礎を学ls~i内容とする。

地域で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他職

種と協働する中での着護の役害」を理解する内容とする。

地1或での終末期着護に関する内容も含むものとする。

チーム医療及び他職種との協働の中で、着護師としてのメンバ

ーシップ及びリーダーシップを理解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる着護の基礎的知識について理解する内

容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、看護師として諸外国と

の協力を考える内容とする。

着護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪問着護に加え、地i或 における多様な場で実習を行うことが望

ましい。

専P]分野での実習を踏まえ、実務にEpした実習を行う。

複数の憲者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望歌しい。

小    計 12

公
υ 言十 97 3,OO03寺間以上の講義・実習等を行うものとする。

０
４
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看護教育の内容と方法に関する検討会 第一次報告

はじめに

○着護基礎教育については、平成 21年の「看護の質の向上と確保に関する検討会」の

中間とりまとめにおいて、免許取得前の基礎教育段階で学ぶべきことは何かという点

を整理しながら、現在の教育年限を必ずしも前提とせずに、すべての着護師養成機関

について教育内容、教育方法などの見直し・充実を図るべきであると提言されたとこ

ろである。

○また、第 171回国会において保健師助産師着護師法等の一部改正法が成立し、保健

師及び助産師の国家試験受験資格が 6か月以上から 1年以上に延長となり、保健師・

助産師教育のあり方についても見直しが求められるようになつた。

○このような状況の下に、本検討会は、看護基礎教育で学ぶべき教育内容と方法につい

て、また、保健師教育、助産師教育について具体的な検討を行うこととした。

○具体的な検討を行うに当たつて、本検討会の下に保健師、助産師、看護師教育課程ご

とにワーキンググループを設置することとし、各ワーキンググループにおいては免許

取得前に学ぶべき教育内容の充実のん策について検討を行うこととした。

○今般、本検討会に、保健師教育ワーキンググループ及び助産師教育ワーキンググルー

プから、保健師教育の内容と方法及び助産師教育の内容と方法について報告がなされ、

本検討会としての検討を行った結果を第一次報告として取りまとめた。

1.保健師教育の内容と方法について

1.保健師教育の現状と課題

〇近年、行政の保健部P]については、県と市町村の規模や考え方によって、体制や地区

組織活動、保健事業の在り方が多様化してきている。また、国民のニーズは、生活習

慣病や介護予防、虐待や自殺、D∨への対応、さらに感染症や災害に対する対策など

広範囲に及び、複雑化してきている。このような状況に対応できる保健師教育が課題

となつている。

○保健師は高度な実践能力を求められているのに対し、現状の保健師教育においては卒

業0寺に必要な最低限の到達レベルに達しないことも多<、 実際に求められている能力

と新卒保健師の能力の乖離が大き<な つてきている。

○具体的には、個人と家族への支援を通し、地域をその背景として捉えることはできる

が、集団や地域を支援の対象として捉えることができないことや、個人・家族・集団・

組織・地域を運動させて捉えることができない状況がある。また、疫学や統計学を学

んでも、施策化や支援計画づくりなど、実際の活動に結び付けて活用することができ

ないことも指摘されている。実際の活動に結び付けて知識を統合する力を得るために



は、教育内容を横断的、統合的に学Sような学習が必要である。また、産業保健分野

においては保健師へのニーズと期待が高まっているため、産業保健についての教育内

容の充実も求められている。

○実習に関しては、保健師の養成機関の急増により実習施設の不足が生じており、特に

保健所及び市町村の実習においては十分な実習時間数を確保しにく<、 実践の場で求

められる能力を育成するために必要な実習を行うことが難し<な ってきている。

○臨地実習については、1か所当たりの学生の受入れ人数が少ないことによる実習施設

数の増加と、実習施設における保健師の少なさから、教員や保健師が学生の指導に十

分な時間をかけられない状況にある。

○保健師活動は多様であるため、学生が臨地実習において学んだことを統合し、意味付

けるためには、教育方法を改善し実習前後の講義 。演習を強化する必要がある。

2.保健師に求められる役害Jと機能、実践能力を踏まえた卒業時の到達目標

最初に、これからの保健師にはどのような役害」や機能が求められるのかを明らかにし、

次に、そうした役害」、機能を発揮するための能力を設定した。続いて、保健師免許取得

前の基礎教育における到達目標及び到達度を設定し、能力の獲得を評価できるようにし

た。

1)保健師に求められる役害」と機能

○地域の健康課題が複雑イヒ。多様イじしている中、保健師には地域に潜在している問題を

顕在化させ、その問題に対応する保健師活動を行い、健康PcD3題を解決・改善する役割

が一層求められている。

○病院の地上或連携部門や健診部門などで、他職種と連携しながら横断的かつ継続的に、

個人や家族及び集団と組織を支援することが保健8雨に期待されている。

○故た、近年、自殺や虐待、新しい感染症などの健康危機へ迅速に対応することが必要

になつている。健康危機の発生時に対応するほか、地域の力を向上させ、平時より広

域的な健康危機管理体制を整え、さらに回復期にも継続 して対応することも強<求め

られている。

○保健師は、既存の社会資源や施策が地i或の人々の健康水準を向上させるために有効な

ものであるかをアセスメントしつつ、新たな社会資源の開発や、システム化・施策化

を進める役害」を担つている。

○保健師は、常に社会情勢を踏まえて適確に健康問題を捉え、保健医療福祉分野の研究

成果を活用しながら専PS家として問題を解決・改善してい<。 そのため、自ら継続的

に研究し能力を開発してい<専門職としての自律性が期待される。

2)保 健師に求められる実践能力

保健師の役害」と機能を踏まえ、保健師に求められる実践能力として、以下の5つの



能力を設定した。

I.ltti或 の健康課題の明確化と計画・立案する能力

Ⅱ。地域の健康増進能力を高める個人・家族・集団・組織への継続的支援と協働・

組織活動及び評価する能力

Ⅲ.地域の健康危機管理能力

Ⅳ.地域の健康水準を高める社会資源開発・システム化・施策化する能力

V.専 P目的自律と継続的な質の向上能力

3)卒業時の至」達目標と到速度

「保健師の役害」と機能」と「保健8雨に求められる実践能力」を踏まえ、平成 20年 9
月に示された「保健師教育の技術項目の卒業時の到速度」(平成 20年 9月 19日付け

医政看発第 0919001号厚生労101省 医政局看護課長通知)を基に検討し、卒業8寺の至」

達目標と至」違度を設定した (表 1)。

以下では、表 1に沿つて上記の「保健師教育の技術項目の卒業時の到速度」から変

更した音B分について述べる。

(1)到速度の考え方

表 1に示した至」速度は卒業時の到達度であり、学生は指導を受けながら実施するこ

とが前提であるため、到速度のレベル Iを、「少しの助言で自立して実施できる」と

した。なお、保健師の活動の特性から、至」速度は「個人/家族」、「集団/地 i或」に分

けて設定した。

(2)大項目別の到達目標と到速度

①大項目「 1.地域の健康課題を明らかにし、解決・改善策を計画・立案する」

○中項目「A.地域の人々の生活と健康を多角的 。継続的にアセスメントする」におい

て、地域の健康課題を明確イじする能力を強化するために、小項目に「 4。 対象者及び

対象者の属する集団を全体として捉え、アセスメントする」、「7.収集した情報をア

セスメントし、地域特性を見いだす」を追加し、それぞれの到達度を個人/家族と集

団/地 1或ともにレベル Iと した。小項目「5.健康Po5題 を持つ当事者の視点を踏まえ

てアセスメントする」における、当事者の視点を踏まえたアセスメントは、対象の区

Blj無 くアセスメントの基本であるため、集団/地 1或の到達度をレベル Iと した。

○中項目「B.地域の顕在的、潜在的健康課題を見いだす」は、学生が顕在的、潜在的

健康課題を見出し、実際に支援できるようになることが必要であり、小項目ごとの到

達度レベルを上げた。

○中項目「C.地域の健康課題に対する支援を計画・立案する」の至」違度については、

卒業時には個人/家族のみならず集団/地域を対象とした場合にも実施できる力を



つけるべきであると考え、集国/地域の到達度をレベル Iに変更した。

②大項目「 2.地域の人々と協働して、健康課題を解決 。改善し、健康増進能力を高め

る」

○卒業0寺には地1或において一連の PDCAサイクルを実施できるレベルに至」達すること

が必要であるため、集団/地 1或を対象にした場合の至」達度は概ねレベルを上げた。

○しかしながら、小項目「20.地域の人長の持つ力を31き出すよう支援する」につい

ては、学生が自立して地域全体の健康増進能力を31き出すところまで実施することは

難しいため、至」達度を集団/地域ではレベル IからⅡとした。また、小項目「24.地
1或組織・当事者グループ等を育成する支援を行う」についても、グループや集団の育

成の難 しさから、到達度を集団/地 1或ではレベルⅡからⅢとし、演習で強化すること

とした。

③大項目「 3.地域の健康危機管理を行う」

○この大項目は、感染症 。虐待・D∨ 。自殺・災害等への対応について社会的なニーズ

が高まつているため、保健師の実践能力である「地i或の健康危機管理」を踏まえ、新

たに追加した大項目である。

○地上或の健康危機管理において、保健師には発生0きだけではな<平常0寺の予防や、アフ

ターフォローも求められているため、中項目は「G.健康危機管理の体制を整え予防

策を講じる」、「H.健康危機の発生時に対応する」、「 |。 健康危機発生後からの回復

期に対応する」とした。

○中項目「G.健康危機管理の体制を整え予防策を講じる」における小項目は、「保健

師教育の技術項目の卒業時の至」達度」における危機管理に関する項目 27、 28、 56
を当てた。また、健康危機管理へ住民が参加する賭要があることから、小項目「41.

健康危機についての予防教育活動を行う」を追加し、至」達度を個人/家族と集団/地域

ともにレベルⅡとした。また演習等で実践的な知識を得ることとして、各小項目の至J

達レベルを概ね引き上げた。

○中項目「 H。 健康危機の発生時に対応する」については、健康危機 (感染症・虐待 。

D∨ 。自殺・災害等)の予防の必要性が増しており、発生時における体制は PDCAサ
イクルを踏まえた要素が賭要なことから、小項目「43.健康危機情報を迅速に把握

する体制を整える」、「44.関係者・機関との連絡調整を行い、役割を明確化する」、

「45。 医療提供システムを効果的に活用する」、「46.健康危機の原因究明を行い、

解決・改善策を講じる」、「47.健康被害の拡大を防止する」とした。到達度につい

ては、演習等の方法で実践的に学ぶことが可能な小項目はレベルⅢとした。

○中項目「L健康危機発生後からの回復期に対応する」においては、健康危機発生後

の継続した支援の重要性から、小項目「48.健康回復に向けた支援(PttSD対応 。生

活環境の復興等)を行う」、「49.健康危機への対応と管理体制を評価し、再構築する」

●



とし、到達度は小項目 48、 49ともに、個人/家族、集団/地 1或のいずれもレベルⅣ

とした。

④大項目「 4.地域の人々の健康を保障するために、生活と健康に関する社会資源の公

平な利用と分配を促進する」

○この大項目における到速度については、集団/地上或を対象とした保健師の活動が個人

/家族に資することになると考え、個人/家族と集団/地域を併せて設定した。

○社会資源開発、施策イし、社会資源の管理・活用のほか、保健師には対象を取り囲む金

体の包括的なケアシステムを構築することが求められることから、中項目に「K.シ
ステム化する」を追加し、小項目に「54.健康課題の解決のためにシステム化の必

要性をアセスメン トする」、「55。 関係機関や地域の人々との協働によるシステム化

の方法を見いだす」、「56.仕組みが包括的に機能しているか評価する」を追加した。

至」達度については小項目 54はレベル Iと し、小項目 55、 56は、住民との協働

KfOシ ステムが包括的に機能しているかを評価するには長期白もに取り組む必要があり、

実習ではな<演習で強化してお<べきであることからレベルⅢとした。

また、小項目「57.組織 (行政・事業所 。学校等)の基本方針 。基本計画との整

含性を図りながら施策を理解する」、「58.施策の根拠となる法や条例等を理解する」

については、学生が施策化を実施しながら学ぶことは困難であるため、演習等で実践

的に学び、理解を深める必要があると考え、至」達度をレベルⅢとした。

○中項目「 L.施策化する」、「M.社会資源を管理・活用する」について|ま、地域の健

康水準を高めるための社会資源について、保健師が実際に提言し施策に携わってい<
必要性が1曽 していることから、基本的矢0識や展開方法を実践につなげる教育が必要で

あると考え、小項目ごとの到達度を概ね上げた。

⑤大項目「 5。 保健・医療・福祉及び社会に関する最新の知識 。技術を主体的・継続的

に学び、実践の質を向上させる」

○この大項目は、保健師の実践能力である「専P目的自律と継続的な質の向上能力」を踏

まえ、新たに設定 した。「専P3的 自律と継続的な質の向上能力」は、他の専P9職にも

求められることであるが、保健師は公衆衛生薔護を基盤としており、特に社会情勢を

踏まえて活動を展開する。そのため、保健師教育の至」達目標として明示することとし

た。

○中項目「 N。 研究の成果を活用する」については、保健師は変化してい<社会情勢や

地i或の健康課題を踏まえた活動が求められることから、小項目「68.研究成果を実

践に活用 し、健康課題の解決 。改善の方法を生み出す」、「69.社会情勢と地1或 の健

康課題に応 じた保健師活動の研究 。開発を行う」を追加 した。小項目 68、 69の至」

達度は、個人/家族及び集団/地 i或を合わせてレベルⅢとした。

○中項目「〇.継続的に学ぶ」は、保健師の専P3性から、質を向上していく必要性があ



り、責任が求められることから、小項目「 70。 社会情勢・矢0識・技術を主体的、継

続的に学ぶ」を追加し、至」達度はレベル Iと した。

○同様に、中項目「P。 保健師としての責任を果たす」は、小項目を「71.保健師と

しての資任を果たしてい<ための自己の課題を見いだす」とし、至」達度は、レベルⅣ

とした。

3.保健師助産師着護師学校養成所指定規則の一部改正案

保健師教育の現状と、卒業0春の到達目標を踏まえ、保健師助産師着護師学校養成所指

定規員」(昭和 26年文部省・厚生省令第 1号。以下「指定規負」」という。)Bll表 1(第     .
2条関係)の改正案を作成した (表 2)。 その概要は、以下の通りである。

1)「地域看護学」から「
/AN衆衛生看護学」への変更

○在宅療養者等への薔護実践が発展 してきたことに伴い、地域において行政だけではな

<様々な場での保健師の役審」が期待された結果、平成 8年の指定規貝Jの一部改正にお

いて、市FJJ本」及び保健所を中心とした保健予防活動に焦点を置いた公衆衛生琶護と在

宅療養者に焦点を当てた継続着護を含めて「公衆衛生看護学」から「地域着護学」ヘ

と変更された。

○また、平成 19年の指定規則の一部改正においては、在宅療養者に焦点を当てた継続    、

看護は既に着護g雨基礎教育における「在宅看護論」で十分に教授されているとして、

「地i或看護学」は、地域及び学校保健、産業保健を含んだ公衆衛生看護活動に焦点を

当てることとされた。

○今回の検討では、前回の改正の意図を踏まえ、社会的なニーズが高まっている健康危

機管理の強化及び地域全体の健康状態の改善・向上を強化し、保健師の役害」と専門性

をより明確化するため、教育内容は「公衆衛生薔護学」とした。なお、「公衆衛生看護

学」には、行政保健、産業保健、学校保健の領1或が含まれる。

2)その他の改正点

○「地域蕎護学」を「公衆衛生看護学」と変更したことに伴い、「地域着護学概論」は

「公衆衛生奮護学概論J、 「地域蕎護活動展開論」は「公衆衛生蕎護活動展開論J、 「地

域蕎護管理論」は「
/AN衆

衛生醤護管理論」とする。

O「地域看護学実習」は「
/AN衆衛生看護学実習」とし、また、「地域着護活動展開論実

習」は「公衆衛生看護活動展開論実習」、「地i或看護管理論実習」は「
/AN衆

衛生着護管

理論実習」とする。

○「個人・家族・集団の生活支援」は、産業保健や学校保健に対応して、“組織"を力0

え「個人・家族・集団・組織の支援」とする。

○「保健福祉行政論」は、医療行政と福祉行政の相互の連携における保健g市の役割の重



要性を踏まえ、「保健医療福祉行政論」とする。

○地i或における顕在化、潜在化した健康課題を明確化し、地域の人長と協働 して健康増

進能力を高める能力や、健康課題を解決 。改善するためにシステム化・施策化してい

<能力、健康危機に対応する能力、産業保健分野における能力を強化するため、演習

を充実することから、「個人・家族・集団・組織の支援」「公衆衛生看護活動展開論」

「公衆衛生看護管理論」を合わせて4単位i曽加させる。

○公衆衛生蕎護学実習の単位は、保健師に求められる役害」を踏まえて作成した至」達目標

を達成させるため、「公衆衛生看護活動展開論実習」と「公衆衛生看護管理論実習」を

含わせて 1単位贈力0させる。

○臨地実習のうち、個人・家族 。集団・組織の支援実習においては、それぞれの対象に

応じた継続指導を含むこととし、方法を限定しない表現とした。

4.看護師等養成所の運営に関する指導要領の一部改正案

指定規則の改正案に基づき、看護師等養成所の運営に関する指導要領 (平成 13年

1月 5日付け健政発第5号厚生省健康政策局長通知。以下「指導要領」という。)の
別表 1保健師教育の基本的考え方及び教育上の留意点等について、保健師の役害」・機

能、実践能力、至」達目標及び到達度の検討結果を踏まえて、改正案を作成した (表 3)。

なお、留意点は、今回の改正において留意すべき内容要素や指導方法を示すもので

あることから、これまでの留意点は、周知の状況等を勘案 し適宣削除した。以下では、

特記すべき改正内容について述べる。

1)教育の基本的な考え方

保健師活動の対象者、活動範囲、領i或を明確にするために、現行の看護師等養成所の

運営に関する指導要領の「別表 1 保健師教育の基本的な考え方、留意点等」にある「地

i或」という用語については次のように者えることとする。

○地i或 とは、個人・家族・集団・組織を含むコミュニティ (共同体)をいう。

2)留意点

(1)臨地実習

公衆衛生蕎護学実習は保健g幕活動の全体像を捉えることができるように保健所・市町

村を含み、学校、事業所、医療・福祉施設、地域包括支援センター等、保健師が役害」を

担っている多様な場で実習を行うこととする。

1. 助産8顧教育の内容と方法|こついて

1.助産師教育の現状と課題

○産科施設の集約イじにより、実習施設が減少している。また、実習指導者を配置できる

病院は比較的規模が大きいため、このような病院にはハイリスク妊産婦が集まり、正



常産の例数も減っている。そのため、正常分べんの実習が可能な施設が分散イじし、学

生への指導は実習指導者に委せざるを得なかつたり、実習指導者がいない状況で実習

を行わなければならな<なっている。

○一万、臨床教授制を取り入れたり、実習指導者を集めて協議会を開催したりすること

で、学生にとって適切な実習環境を提供できるようにしている教育機関もある。

○妊娠中期から生後 1か月までの継続事例については、臨床現場で妊娠期の指導ができ

る助産師が少な<、 教員が指導を行いた<ても、実習施設が翁散化しているため厳 し

い状況である。また、学生は、継続事例を担当するために土 。日曜日や夏期休0眼も利

用しており、実際の単位数以上に実習を行わざるを得な<な つている。

○学生は主体的に演習をしたり、実践の場がイメージできるようにするために、視聴覚

教材を活用したり、実習施設の器材を用いてシミュレーション演習を行つたりしてい

る。

2.助産師に求められる役害Jと機能、実践能力を踏まえた卒業8寺の至」達目標

1)助産師に求められる役割と機能

○産科医の不足、産科施設の集約化による分べん施設の減少などにより、助産師には産

科医との役害」分担を行いながら産科分野で活躍することが期待されている。

○助産師が正常の妊婦健康診査と分べんを担うことで、妊産婦の多様なニーズに応える

ことが可能となる。そのためには、妊婦健康診査時の正常・異常の判別だけでな <、

分べん時の緊急事態に対応できることが必要となる。

○近年推進されている院内B/t産所や助産師外来では、医療機関内という特性からリスク

の高い安I産婦にも対応してい<こ ととなり、助産師はより高い助産診断能力とともに

医師との連携が重要となつてきている。

○また、出産年齢の高齢化により、ハイリスク妊産婦が1曽加 し、外来における妊婦健康

診査からMFIC∪ (母体・胎児集中治療室)等において産科知識と含わせた妊娠・

産じょ<期の生活支援に対する役害」の期待も高<なつている。

○他方、思春期からのS下 |(性感染症)予防やD∨ (家庭内暴力)。 子ども虐待の予

防と対応など、女性の性に関わる課題に対する助産師の活躍も期待されている。

○このような状況を考慮し、今後より3強化されるべき助産師の役害」と機能を、表4のと

おりとした。



表4 今後より強化されるべき助産師の役害」と機能

妊娠期の診断とケア

①正常妊婦の健康診査

②超音波装置を用いた妊婦健康診査

0ハイリスク女I婦のケア

④バースプランヘの支援

2.分べん期の診断とケア

⑤医師がいない場での会陰切開及び裂傷に伴う縫含

⑥医師がいない場での上血等の限定された薬剤投与

(つ医8市がいない場での新生児蘇生

3.産 じょ<期の診断とケア
181生 後 1か月の母子の健康診査

19乳房ケア

4.女性のケア

5。 出産 。育児期の家族ケア

6.地域母子保健におけるケア

10育児ノイローゼや虐待の予防と対応

11)STI(性感染症)予防の対応

7.妊娠期、分べん期及び産 じょ<期における緊急時の母子への対応

8.妊娠期から育児期まで継続 したケア

9。 他職種、他施設等との連携

2)助産師に求められる実践能力

助産師の役害」と機能を踏まえ、助産師に求められる実践能力として、以下の4つの能

力を設定した。

1.助産における倫理的課題に対応する能力

Ⅱ。マタニティケア能力

Ⅲ.性と生殖のケア能力

Ⅳ.専門的自律能力

3)卒業0寺の至」達目標と到達度

「助産師に求められる役害」と機能」と「助産師に求められる実践能力」を踏まえ、平

成20年 2月に示された「『助産師、着護師教育の技術項目の卒業時の至」速度』につい

て」(平成 20年 2月 8日付け医政奮発第 0208001号 Fi生労働省医政局看護課長通

知)の 311添「助産師教育の技術項目と卒業時の到達度」に基づいて、卒業時の至」達目標

及び到速度を設定した。(表 5)

以下では、上記の「助産師教育の技術項目と卒業時の至」速度」から変更した部分につ

いて説明する。



(1)大項目別の到達目標と到速度

①大項目 。中項目「 1.母子の命の尊重」

○助産g市の実践能力である「助産における倫理的課題に対応する能力」を踏まえ、大項

目 。中項目に「 1.母子の命の尊重」を新たに設定し、小項目を「1.母体の意味を

理解し、保護する」、「2.子供あるいは胎児の権不」を擁護する」、「3.両者に関わる

倫理的課題に対応する」とした。至じ速度はそれぞれレベルⅡとした。

②大項目「 2.妊娠期の診断とケア」

〇小項目「14.出生前診断を考える妊婦の意思決定過程を支援する」は演習で強化す

ることとし、至」達度をレベルⅢとした。

③大項目「 3.分べん期の診断とケア」

○到達目標の小項目「24.異常発生時の判断と必要な介入を行う」の下位項目「(4)

正常範囲を超える出血への処置を行う」では、緊急事態に対応できるようにするため

に、演習で学習を深めることとし、到達度をレベルⅢとした。

○帝王切開が増加しており、その前後のケアを行う助産師の役害」の重要性から、小項目

「24.異常発生時の判断と必要な介入を行う」に下位項目「(8)帝王切開前後のケ

アを行う」を追加し、到達度をレベルⅡとした。

○出生直後の児の異常に対する産婦と家族に対する支援を明確化するために、小項目

「25。 児の異常に対する産婦、家族への支援を行う」を追加し、至」達度をレベルⅣ

とした。

④大項目「4.産じょ<期の診断とケア」

〇小項目「36.1か月健康診査の結果に基づいて母子と家族を支援し、フォローアッ

プする」では、1か月健康診査の結果に基づ<支援だけでな<、 次の3～4か月乳幼

児健康診査までのフォローアップを示すために「フォローアップ」を追加し、到達度

をレベル IからレベルⅡとした。

○到達目標の小項目「38.母乳育児に関する適切な授7t技術を提供し、撃t房ケアを行

う」では、基礎教育において知識を押さえた上で、卒後の臨床研修の中でレベルアッ

プしてい<こととし、到達度をレベル IからレベルⅡとした。

○至」達目標の小項目「40。 母子愛着形成の障害、児の虐待ハイリスク要因を早期に発

見し、支援する」では、早期発見にとどまらず、対応してい<ことまでを禽めて教育

することが必要であることから「支援」を追加し、至」達度はレベル IからレベルⅢと

した。

⑤大項目「7.助産業務管理」

○院内助産所や助産師外来における助産管理や周産期医療の集約化に伴う他職種連携、
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他施設連携に関する教育内容を強化するために、到達目標に新たに大項目「助産業務

管理」を追加 した。

○さらに、中項目を「 H。 法的規定」と「 |.周産期医療システムと助産」とし、小項

目は「56.保健師助産師看護師法等に基づ<助産師の業務管理を行う」、「57.周産

期医療システムの運用と地域連携を行う」、「58.場に応じた助産業務管理を実践す

る」とした。到達度は、それぞれレベルⅣとした。

⑥大項目「 8.ライフステージ各期の性と生殖のケア (マタニティステージを除<)」

○この大項目は、「助産師教育の技術項目の卒業時の至」達度」における大項目「4.女
性のケア」の中項目及び至」違度に、マタニティステージを除いた闇春期から中高年期

までの全てのライフステージに及ぶ内容が含まれていることを踏まえて修正したも

のである。

○中項目はライフステージで区分し、女性とパートナー、家族を共に対象にすることが

分かるように表現することとし、「 J。 思春期の男女への支援」、「 K.女性とバー ト

ナーに対する支援」、「L.不妊の悩みを持つ女性と家族に対する支援」、「M.中高年

女性に対する支援」とした。

○現行の大項目「4.女性のケア」に挙げられている中項目「 E。 女性の性感染症に関

する予防と支援」については、発達と加齢による変化に対応したケアが必要であるこ

とから、新たに整理した中項目」～Mのそれぞれに必要な小項目を設けることとした。

○中項目「 J。 悪春期の男女への支援」では、「助産師教育の技術項目の卒業時の至」達

度」における「4.女性のケア」の中項目「∧.闇春期女性の支援」における小項目

「 1.思春期特有の悩みや相談への対応」、「3.年齢に応じた身体発育状態のアセス

メントと支援」、及び「4.二次性徴の発現に選れがある時の医学的な介入の必要性

のアセスメン ト」を、小項目「59。 思蕎期のセクシュアリティ発達を支援する」や、

「61.二次性徴の早・遅発ケースの対応と支援を行う」に修正した。思薔期の男女

への性感染症、D∨については、新たに小項目「63.性感染症予防とD∨予防を啓

発する」を加え、到達度はⅣとした。

○中項目「 K。 女性とパートナーに対する支援」においては、女性とパー トす―の性と

生殖の健康を支援することについて学習するように、小項目「66.健康な性と生殖

への発達支援と自己決定を尊重する」、「68.性感染症罹患へのアセスメント・支援

及び予防に関する啓発活動を、他機関と連携して行う」を位置付けた。

○中項目「 L.不妊の悩みを持つ女性と家族に対する支援」においては、家族を包括的

に支援することについて学習することとし、小項目「72.家族を含めた支援と他機

関との連携を行う」を加え、明確にした。

○中項目「M。 中高年女性に対する支援」においては、中高年の女性に対する助産師特

有の役害」について学習することとし、小項目「73.健康的なセクシュアリティ維持

に関する支援と啓発を行う」、「74.中高年の生殖器系に関する健康障害を予防し、



日常生活を支援する」を位置付け、小項目73の至」達度はⅢ、小項目 74は到達度を

Ⅳとした。

⑦大項目「 9.助産師としてのアイディンティティの形成」

○助産師の実践能力である「専門的自律能力」が明確化されたことを踏まえ、大項目と

中項目を含わせて「 9。 助産師としてのアイディンティティの形成」とし、小項目を

「76.助産師としてのアイディンティティを形成する」とした。到達度は、レベル

Iと した。

3.保健師助産師着護師学校養成所指定規貝」の一部改正案

○助産師教育の現状と、卒業時の至」達目標と至」達度を踏まえ、指定規貝Uの改正案を作成

した。(表 6)

○改正案においては、正常な妊婦の健康診査及び分べんを担い、出産後も継続して支援

するために、「助産診断・技術学」に重点を置き、女I娠経過の正常・異常の診断能力、

分べん時の緊急事態に対応する能力、新生児期のアセスメント能力を養うために、演

習 。実習を強化すべきとした。そのため、「助産診断・技術学」を2単位、臨地実習

を2単位増加させる。

○また、院内助産所や助産師外来のマネジメントや医療安全対策に加え、周産期医療体

制の中での職種間連携や地域連携といつた内容も3螢化すべきであるため、「助産管理」

を 1単位増力0させる。

4.着護師等養成所の運営に関する指導要領の一部改正案

指定規貝」の改正案に基づいて指導要領の別表2助産師教育の基本的者え方、留慧点等

の改正案を作成した (表 7)。

教育の基本的考えんについては、現行の教育の基本的考え力をベースとして、「根拠

に基づいて支援する能力」「継続的に支援する能力」「助産師としての責務の自党、倫理

観、自律する能力」の必要性を加える。

その他の変更点は表に示す通りである。

Ⅲ。今後の課題等について

本報告書においては保健師教育、助産師教育の卒業時の至」達目標を明らかにし、これ

らに伴う指定規則及び指導要領の改正案を提言した。次の段階として、到達目標の達成

のための教育方法について検討してい<ことが求められることとなる。また、今後は至」

達目標の達成状況に基づ<教育内容の評価等も求められる。

さらに、検討過程において委員から示された以下に挙げる意見等も課題として捉え、

教育の一層の充実を図つて行<こ とが重要である。
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○改正の意図を踏まえた保健師教育の充実を図るためには、保健師教育の関係者は、保

健 。医療・福祉 。介護などの従事者と、その8寺代の健康課種に合った「公衆衛生看

護学」の概念を共有することが重要である。

○大学における保健師教育と看護師教育の統合化されたカリキュラムにおいては、1つ

の科目を保健師課程と看護8雨課程の両万の単位として認定する教育を行つている場

合がある。これについては、目標とする至」達度が担保されることを前提として、大

学の教育理念が反映できるよう柔軟にカリキュラムを構築できることも肝要である

との意見があつた。その一方で、課程ごとの教育内容を尊重 し、保健師教育を充実

させることができるように、単位の認定方法については慎重に検討するべきという

意見もあった。

○実習においては、実習施設の分散化に伴い、教員が保健師活動や助産について意味付

けを行い、学生の知識を統合して実習を進めてい<こ とが難し<な つている。実習

におけるカンフアレンスや事例検討、及びその準備に係る学生の学習も知識を統合

するために必要な工夫として、実習の中に位置付けることの検討も賭要である。

○また、指定規則の―部改正における単位数の1曽加による演習の1曽加や実習施設の分散

化などにも対応できる手厚い指導体制が必要であり、教員の負担などの指導体制へ

の影響を考慮し、体告」見直しについて検討することも必要である。

○さらに、教育を充実させるためには、教育の質を評価するシステムが必要であるとい

う意見があったことを踏まえ、各々の養成機関が自己評価を行い、教育課程毎に外

部評価を受けることの検討も必要である。

本検討会は、引き続き教育方法についての検討も含め、蕎護師教育の内容と方法につ

いて検討を進めることとし、第一次報告のほかに検言」結果を検討会報告として取りまと

めることとしている。
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保健師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達度 (案 )

猥「個人/家族」 :個人 bヽ家族を対線とした卒業0寺のコl連度

「集団/1也 l・iJ :集 団(白 治会の住民、硬介i彗高齢者集団、管理的集団、小学校のクラスtS)k・●地域 (自治体、 J:業所 、学校tち )の人々を対縁とtノた

卒業0書の到速度

■卒業時のコj連度レベル

I:少しの助言で自立して実施できる

Ⅱ:指脅のもとで実施できる(指導保健8椰や教夕1の指喘の下で実施できる)

Ⅲ :学内演習で実施できる(.1ゆ

“

を用いて1莫擬的に計画を立てた19実方もできる)

Ⅳ :矢 01載 としてわかる

実践能力
卒業0きの到辻目|= 到辻j壼

大項目 中項目 小項目 個 人 /家臓 疑団/地域

I. lllll或 の
健康課触の
明確イじと言|
画・立案す
る|し カ

1.地域の健康課
触を明らかにし、
解決・改♂1策を嵩|
LTl・ 立案する

A.1む 1或の人々の生
活と健康を多角的・

継続的にアセスメン
トする

1

2

3

4

身体的・精神的・社会文化的綱J面から客11的 ・主l19的情報を収集し、アセスメ
ントする

社会資源について情報収集 tノ、アセスメントする

自然及び生活環境 (気候・公害t3)に ついて情報を収集 tノアセスメントする

対象者及び対象者の属する集団を全体として掟え、アセスメントする

5 健康Po3・
Flを 持つ当り1者 の視点を踏讀えてアセスメントする

6

7

系統的・経8寺的に情報を収集し、r■ tt tノ てアセスメントする

収集した情報をフセスメントし、地1或1寺性を見いだす

B.1也域の顕在OJ、

潜在的lll康課静1を 見
いだす

8 顕在化している健康i撃題を明確イヒする

９
　
Ю
　
‐１

健康課

“

を持うながらそれを認諏 ノていない・表出しない・表出できない人技
を見いだす

潜在化している健康靭r点 を見出し、今後起こりljる lll康課触を予測する

1也 i或の人々の持つ力 (健康課触に気づき、解決 改Fi、 健康増進する能力)を 見
いだす

【

I

I

ll

l

I

C.1也 19tの健康課い1

1こ 対する支援を言|
画・立案する

12 健康・4‐騰について綸先順位を11け る

13

14

15

16

健康課触に対する解決・改″1に FoDけ た目的 。目11を 設定する

1也 lltの人々に適した支援方法を選lR Cjる

目標達成の手順を明確に tノ、実施計画を立案する

評価の項目・方法・0寺期を設定する

Ⅱ. 1也 域の
健康!‖進能
力を高める
個人・家
族・集団・

組織への継
続的支援と
協lr・ 組織
活動及びII

価する能力

2.1也域の人腱と
協 IⅢ して、健康課
触を解決 。改

'1し、健康!‖違能力
を高める

L).活 J」lを展開する

17 地lltの人々の生命・健康、人い1と tノてので,厳 と権利を守る

18

19

20

21

地域の人長の生活と文1し に配慮 tノた活動を行う

フライバシーに酉己慮し、個人lrl報の収集・管I里 を通切|こ 行う

地194の人ノマの持つ力を31さ 出すよう支援する

1也域の人々が意lι :決定できるよう支援する

22 訪問・40談 による支援を行う I

３

　

４

　

５

２

　

２

　

２

健康教育による支援を行う

1也 lStttlil・ 当り1者 グルーフ電を育成する支援を行う

活用できる社会資源、協llllで きる機関・人材について、情報提供をする

|

I

II

lll

I

26 支援目的lu厠 して社会資源を活用する 1

27

28

29

30

当J:者 d劇係Ⅲl卜 ・1/1間 でチームを組織する

個人 家族支援、組織的アフEl一チ19を組み合わせて活用する

法律や条例略を踏まえて活動する

目的に基づいて活・laを 記録する

1

1

1

1

Ⅱ

「

I

I

L.1也域の人々・関
係者・機関と協lrlす

る

31 協働するためのコミュニケーションをとりながら信中鳳期系を築く Ⅱ

２

　

３

３

　

３

必要なlrl報 と活動目的を共有する

互いの役客Jを認め合い、ともに活動する

「

Ⅱ

卜. 洒動を評価・フォ
□一アッフする

４

一
５

３

一
３

活動の評価を行う

評価結果を活動にフィートパックする

I

I

36 継続した

'活

動が必要な対象を判断する I

37 必要な対象に継続 tノ た活動を行う 1
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実践能力
卒業時の至J辻 自1歌 至」達度

大項目 中項目 小項目 個 人/家族 築 El1/地域

の
管

域
機

地

危
力

・康
能

Ⅲ
健
理

3.地域の健康危
機管理を行う

38 建康危機 (感染症・虐待・DV。 自殺・災害篭)への予防策を請じる 亜

G.健康危機管理の
体制を整え予防策を
講じる

３９
・“
一４‐

生活環境の整備 改

'1に

ついて提案する

広19t的な健康危機 (災害・感染症等)管理体制を整える

健康危機|こ ついての予防教育活動を行う

Ⅲ

一
Ⅲ

一
・

一　

一

Ⅲ
・Ⅲ
一工

H.健康危機の発生
時に対応する

42 健康危機 (感染症・虐待・DV・ 自殺・災害等)に迅速に対応する lll Ш

43 建康危機情報を迅速にlB握する体制を盤える IV Ⅳ

44 関係者・機関との連絡調整を行い、役容Jを明確イヒする

医療提供システムを効果的に活用する

llI Ⅲ

45 Ⅳ Ⅳ

46 健康危機の原因究明を行い、解決・改善策を講じる Ⅳ Ⅳ

47 健康披害の拡大を防止する Ⅳ Ⅳ

L健康危機発生後か
らの回復期に対応
する

４８

一
４９

健康回復に向けた支援(PISD対応・生活環境の復興電)を行う

健康危機への対応と管理体制を評価し、再tll築 する

Ⅳ Ⅳ

ⅣⅣ

Ⅳ.地域の
健康水準を
高める社会
資源開発・

システム
化・施策イヒ
する能力

4.地域の人々の
健康を保障するた
めに、生活と健康
に関する社会資源
の公平な利用と分
配を促進する

」.社会資源を開発
する

∞ 活用できる社会資源と利用上の間懸を見いだす I

51

52

53

地域の人々が組織や社会の変革に主体的に参画できるよう機会と場、方法を提
供する

地1或の人々N10関係する部署・機関の間にネットワークを構築する

必要な地1或組織やサービスを資源として開発する

Ⅲ

Π

Ⅲ

K.システムイヒする

54 健康課題の解決のためにシステムイしのlgl要性をアセスメントする I

５

一
６

５

一
５

関係機関や地域の人々との協働によるシステム化の方法を見いだす

仕組みが包括的に機能しているか評価する
「

一
Ⅲ

一
■

一

L.施策イヒする

57 組織 (行政・事業所・学校等)の基本方針・基本計画との整合性を図りながら
施策を理解する

m

58 施策の根拠となる法や条例等を理解する Ⅲ

５９
一∞
一６‐

施策イしに必要な情報を収集する

施策化が必要である根拠について資料イヒする

施策イこの必要性を地域の人々やlll係 する部署・機関に根拠に基づいて説明する

I

I

Ⅲ

62 施策化のために、鉾係する部署・機関と協議・交渉する Ⅲ

63 地域の人々の1寺性・ニーズに基づく施策を立案する m

Ｍ
．理

社会資源を管
活用する

６４

一　

６５

予算の仕組みを理解し、根拠に基づき予算案を作成する

施策の実施に向けて関係する部署・機関と協働し、活動内容と人材の調整 (配
置・確保等)を行う

Ⅲ

Ⅲ

66 施策や活動、事業の成果を公表し、馬え明する Ⅲ

67 保健医療til祉サービスが公平・腱滑に提供されるよう継続的に評価・改善する W

V.専門的
自律と継続
的な質の向
上能力

5.保健・医療・

福祉及び社会にlll

する最新の矢Ci載・

技術を主体的・継
続的に学び、実践
の質を向上させる

.ヽ研究の成果を活
明する

68

69

研究成果を実践に活用し、健康課題の解決・改11の方法を生み出す

社会情勢と地域の健康課題に応じた保健師活動の研究 。開発を行う

Ⅲ

Ⅲ

)継 続的に学ls~i 70 社会情勢・矢□識・技術を主体的、継続的に学ぶ I

う。保健師としての
議44参里 F‐ す

71 保健師としての責任を彙たしてい<ための自己の課散を見いだす Ⅳ
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含

計

臨保保疫    公
/AN地

健健学
/AN公

個公衆
公公個衆実医統 衆衆人衆衛
衆衆人衛習療計 衛衛 ・衛生
衛衛 ・生 福学 生生家生蕎
生生家着 祉  着着族看護
着看族護 行  護護 ・護学
護護・学 政  管活集学
管活集実 論  理動団概
理動団習
論展 ・

実開組
習論織

実の
習支

援
実
習

言命層甦 ・言禽
開組
論織

の
支
援

教
育

内
容

二
八

（
二
五
）

（　二
）

五

二三
四  二 一
⌒   四

¬
J  

五三二二
LT」

 冥

単
位
数

継 1呆

続健
し所
た 。

指市
導町
を村
禽で
むの°

実
習
を
含
む

1建

康
危
機
管
理
を
含
む

備

者

［
］

保
健
師
助
産
師
奮
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
　
別
表

一
　

改
正
案

備
者

一
単
位

の
計
算
方
法
は
、

大
学
設
置
基
準

（
昭
和
三
＋

一
年
文
部
省
令
第

二
十
八
号
）

第

二
十

一
条
第

二
項
の
規
定

の
例
に
よ

る
。

二
薔
護
師
学
校
養
成
所

の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、

か

つ
、

そ
の
学
生
叉

は
生
徒
に
対
し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ

つ

て
は
、

括
弧
内

の
数
字
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

三
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

臨
地
実
習
五
単
位
以
上
及
び
臨

地
実
習
以
外
の
教
育
内
容

二
十
二
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、　
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が

で
き

る
。
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表 3
者護師等養成所の運営に関する指導要領 別表 1

保健師教育の基本的者え方、留意点等 改正案

●

●

教育の基本的者え方

1 個人 。家族・集団 。組織を禽むコミュニティ (共同体)を地域とし、地域および地 1或 を構
成する人叔の懸身の健康、疾病 。障害の予防、発生、回復及び改善の過程を社会的条件の中
で系統的、予漫l的 に捉えアセスメントし、地 1或の顕在化、潜在化 している健康課題を明確イヒ
し、解決 。改善策を計画・立案する能力を養う。

2 地 1或の人反が自らの健康状態を認識 し、健康の保持増進を図れるよう支援するとともに、
人々が自主的に社会資源を活用できるよう支援 し評価する能力を養う。

3 健康危機管理の体制を整え、健康危機の発生時から回復期の健康課題を早期に発見 し迅速
かつ組織的に文」応する能力を養う。

4 地域の健康水準を高めるために、保健 。医療 。福祉サービスを調整 し活用する能力及び地
域の健康課題の解決に必要な社会資源を開発 し、施策イヒ及びシステム化する能力を養う。

5 保健・医療・福祉及び社会に関する最新の知識 。技術を主体的・継続的に学び、実践の貿を
向上させる能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

公衆衛生着護学

公衆衛生着護学概論

個人 。家族・集団 。

組織の支援

公衆衛生看護活動展
開論

公衆衛生看護管理論

６

　

　

２
個人 。家族・集団 。組織を含むコミュニティ (共同体)及び地
域を構成する人展の集合体の健康増進 。改善を目指すアプロー
チの基本的な考え方を学ボ内容とする。

個人・家族の健康課題への支援から地域をアセスメントし、顕
在イし。潜在イじしている健康課題を明確にする方法を学ぶ内容と
する。
健康課顕への支援を計画・立案することを学ぶ内容とする。
人々の健康行動の特性及び効果的な介入方法と技術を学ぶ内容
とする。
集団における教育方法や集団力学等を学ぶ内容とする。

地域の人々や医療、福祉等の他職種との協働 。マネジメントを
学ぶ内容とする。

ハイリスクアフ'□ ―チとポピュレーシ∃ンアプローチの運動に
よる活動の展開を学応ヽ内容とする。
産業保健 。学校保健における活動の展開を学ぶ内容とする。

事lpjを用いて活動や事業の評価を行い、システムイじ・施策化に
つなげる過程を演習を通して学ぶ内容とする。

健康危機管理を学ぶ内容とする。

19



教育内容 単1立数 留意点

疫学 2 公衆衛生看護活動を展開する上で、基盤となる疫学調多 分
析、活用方法について学ぶ内容とする。

保健統計学 2 公衆衛生看護活動における統計学の基礎、情報処理技術及び統
計情報とその活用方法について学S内容とする。

保健医療福祉行政論 3 保健医療福祉の計画の企画及び評価について実践的に学ぶ内容
とする。

調査で明らかにされた生活環境が人々に及ぼす健康上の彩響な
ど、健康に1系る社会F・3題を解決する政策形成過程に活かす力法
を学ぼ内容とする。

事例を用いて政策形成過程等に関する演習を行う。

臨地実習

/AN衆衛生看護学実習

lEl人
。家族・集

団・組織の支援
実習

公衆衛生蓄護活
動展開論実習

公衆衛生奮護管
理論実習

5

5

2

３

１

１

１

Ｌ

ｒ

ｌ

ｌ

ゴ

保健所 。市町村を含む、保健師が役害」を担つている多様な場で
実習を行う。

地域の社会資源を活用し、生活を支援する実習を行う。

家庭訪Fo5を通して、地域の健康課題を理解することができる実
習とする。

個人と地域全体を運動させながら捉え、地上或全体に対して
PDC∧を展開する過程を学ぶ実習とする。

地域ケアシステムにおける地l或の人々や医療、福祉の他職種と
協働する方法を学S実習とする。

地域住民、関係機関や他職種との連携、調整の実際が理解でき
る実習とする。
公衆衛生看護活動の管理や評価、健康危機管理の体制について
学ぶ実習とする。

総計 28 8908寺 PB5以上の講義 ◆実習等を行うものとする。

●

●
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動産師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と劉速度 (案)

■卒業0寺 の至J速度レベル
日立 してできる コ :指導のもとでてきる Ⅳ :知識としてわかる

●

実践能力
卒業 0等 の到達目標

至J達度
大項目 中項 目 小項目

I助産における倫理
的課題に対応する
能力

1母 子の命の尊重

1

2

母体の意味を理解し、保護する

子供あるいは1台児の権利を擁護する

Ⅱ

Ⅱ

3 両者に関わる倫理的課題に対応する Ⅱ

Iマタニティケア
育ヒカ

211娠期の
診断とケア

A妊婦と家族の
健康状態 |こ 関
する診断とケ
フ

4 時期に応じた妊娠の診断方法を選択する I

５

一
６

妊娠0寺期を診断 (現在の妊娠週数)する

妊娠経過を診断する

I

I

7

8

費I婦の′もヽ理・社会的側面を診断する

安定した,I娠 生活の維持について診llJIす る

I

I

9

10

妊婦の意悪決定や嗜好を考慮した日常生活上のケアを行う

妊婦k10家 族への出産準備・親準備を支援する

‐

一
‐

11

12

現在の夕I娠経過から分べん 。産じょくを予測 し、支援する

流早産・1台内死亡など′LIJl理 的危機に直面した,I産 婦と家族のケアを行う

T

Il

8出生前診断に
関わる支援

13

14

最新の科学的根拠に基づいた情報を費I婦や家族に1足 示する

出生前診断を考えるOI婦の意思決定過程を支援する

・

一
順

3分へん期
の診断と
ケア

正常分べん

15

16

17

分べん開始を診断する

分べんの進行状態を診断する

産婦と胎児の健康状態を診断する

18

19

分べん進行に伴う産婦と家族のケアを行う

経腔分べんを介助する

I

I

20

21

出生直後の母子1妾 触・早期授手しを支援する

産婦の分へん想起と出産体験理解を支援する

I

Ⅱ

22 分へん進行に伴う異常発生を予測 し、予防的に行動する I

D異常状態

23 異常発生時の観察と判断をもとに行動する Ⅱ

24 異常発生0寺の判断と必要な介入を行う

{句骨盤出E133の 拡大体1立 をとる I

2)会 陰の切開及び裂傷後の縫合を行う

3)新 生児を蘇生させる

Ⅲ

・
Ⅲ

4)正 常範囲を超える出llllへ の処置を行う

5)子摘発作B寺の処置をイサう

Ⅲ

Ⅳ

6)緊悪時の骨盤位分べんを介助する

7)懲速遂娩術を介助する

Ⅳ

Ⅱ

25

{8)帝王切開前後のケアを行う

児の異常に対する産婦、家族への支援を行う

I

Ⅳ

26 巽常 1犬態と他施設搬送の必要性を判断する Ⅳ
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実践能力
卒業B寺 の至」達目標

至」達度
大項目 中項目 小項目

Ⅱマタニテイケア
能力

4藤 じょく
期の診断と
ケア

Eじょく婦の診
断とケア

７

一
８

２

一
２

産じょ<経過における身体的回復を診断する

じょく婦の心理・社会Ol」倶1面を診断する

T

I

９

一
〇

２

一
３

産後うつ症状を早期に発見し、支援する

しょ<婦のセルフケア能力を高める支援を行う

Π

I

31 育児に必要な基本的All織 を提供し、技術支援を行う

新生児と母親、父親、家族のアタッチメント形成を支援する

Ｔ

一

Ｉ

32

33 産じょく復古が阻害されるか否かを予測し、予防的ケアを行う

生後 1か月までの母子の健康状態を予測する

Ｉ

一

Ｉ

34

３５

一
３６

生後1か月間の母子の健康診査を行う

1か月健康診査の結果に基づいて母子と家族を支援し、フォロニアップする

I

Ⅱ

３７

一
３８

母手L育児に関する母親に必要な知識を提供する I

Ⅱ母撃L育児に関する過切な授撃L技術を提供し、撃L房ケアを行う

39 母平t育児を行えない/行わない母親を支援する

母子愛種形成の障害、児の虐待ハイリスク要因を早期に発見し、支援する

‐

一
Ⅲ40

F新生児の診断
とケア

４‐

一
４２

出生後24時間までの新生児の診断とケアを行う

生後1か月までの新生児の診断とケアを行う

I

II

aハイリスク
母子のケア

43 両親のItl」l理的危機を支援する

44 両親のアタッチメント形成に向けて支援する

NICUにおける新生児と両親を支援する

I

45 Ⅳ

46 次EOIl妊 娠計画への情報提供と支援を行う

5出産・育児期の家族ケア

47 出生児を迎えた生活環境や生活背景をアセスメントする I

48

49

家族メンパー全体の健康1犬態と発達課題をアセスメントする

新しい家族システムの成立とその変化をアセスメントする

I

Ⅱ

50

51

家族間の人間関係をアセスメントし、支援する

地i或社会の資源や機関を活用できるよう支援する

Ⅱ

う地域母子保健におけるケア

５２

一
５３

保健 。医療・福祉関係者と連携する

地1或の特性と母子保健事業をアセスメントする

Ⅱ

一
Ｅ

４

一

５

一
55

消費者グループのネットワークに参加し、グループを支援する

災害B書の母子への支援を行う

Ⅳ

Ⅳ

7助産業務
管理

H法的規定 56 保健BT助産師琶護8T法等に基づ<助産BTの業務管理を行う Ⅳ

周産期医療シ
ステムと助産

57 周産期医療システムの運用と地域連携を行う Ⅳ

“５８

一

場に応じた助産業務管理を実践する ・・・・・・
・・・・・

J目

1)病院における助産業務管理を実践する Ⅳ

2)診療所における助産業務管理を実践する Ⅳ

3)助産P~Aに おける勝産業務管理を実践する Ⅳ

22



実践能力
卒業時の到達 El標

至」達度
大項目 中項目 小項 目

Ⅲ性と生殖のケア
能力

8ライフス
テージ各期
の性と生殖
のケア (マ
タニティス
テージを除
く)

」思薔期の男女
への支援

９

　

０

５

　

６

悪蕎期のセクシュアリティ発達を支援する

妊娠可能性のあるケースヘの対応と支援を行う

Ⅲ

一
Ⅳ

61

62

二次性徴の早・遅発ケースの対応と支援を行う

月経障害の緩和と生活支援をする

Ⅳ

Ⅲ

63

64

性感染症予防とEl∨予防を啓発する

家族的支援と教育関係者及び専門職と連携し支援する

Ⅳ

一
Ⅳ

K女性とパー ト
ナーに文」する
支援

５

・
６

６

一
６

家族計画 (受胎調節法を含む)に関する選択・実地を支援する

健康的な性と生殖への発達支援と自己決定を尊重する

I

Ⅳ

67

68

DV(性暴力等)の予防と被害相談者への対llll、 支援を行う

性感染症罹患のアセスメント・支援及び予防に関する啓発活動を、他機関
と連携して行う

Ⅳ

　

Ⅳ

69 生活自立困難なケースヘnI娠 ・出産 。育児に関する社会資源の情報を提供
し、支援する

Ⅳ

L不安Iの悩みを
持つ女性と家
族に文」する支
援

70 不安I治療を受けている女性・夫婦・カッフル等を理解し、自己決定を支援
する

Ⅳ

71

72

不
'I検

査 治療等の情報を提供し、資源活用を支援する

家族を高めた支援と他機関との連携を行う

Ⅳ

Ⅳ

M中高年女性に
対する支援

73

74

健康的なセクシュアリティ維持に関する支援と啓発を行う

中高年の生殖器系に関する健康障害を予防し、日常生活を支援する

Ш

　

Ⅳ

75 力0齢に1半 う生殖器系の健康管理とQOLを 支援する Ⅳ

Ⅳ専門的自律能力
9助産師と してのアイデン

テ ィテ ィの形成
76 助産師としてのアイデンティティを形成する l
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十
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四
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一
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教
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習
以
外

の
教
育
内
容
十
七
単
位
以
上
で
あ
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。
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蕎護師等賛成所の運営に関する指導要領 局」表2
助産師教育の基本的者え方、留意点等 改正案

●

●

教育の基本的考え力

2

3

妊産じょく婦及び胎児 。新生児の健康水準を診断し、妊娠・出産 。産じょくが自然で安全に経過
し、育児を主体的に行えるよう、根拠に基づき支援する機ヒカを養う。

女性の一生における性と生殖をめぐる健康に関する課題に対して、継続的に支援する能力を養う。

安心して子どもを産み育てるために、他職種と連携・協働しながら、個人及び社会にとつて必要な
地域の社会資源の活用や調整を行う能力を養う。

4 助産師の役害」・資務を自党し、女性と子ども並びに家族の尊厳と権利を尊重する倫理観及び専門職
として自律する能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基礎助産学

助産診断・技術学

地l或母子保健

助産管理

6

8

1

2

女性の生涯を通じて、性と生殖に焦点を当てて支援する活動である助産の
基礎について学ぶ内容とする。
母子の命を同時に尊重することに責任を持つ役割を理解し、生命倫理を深
く学ぶ内容とする。
母性・父性を育むことを支援する能力を養う内容とし、故た家族の心理・
社会学的倶1面を強イじした内容とする。
チーム医療や関係機関との調整・連携について学ぶ内容とする。
助産師の専門性、助産師に求められる姿勢、態度について学ぶ内容とす
る。

妊娠経過の正常・異常を診断するための能力を養い、診断に1半 う最新の技
術を1多得する内容とする。
助産過程の展開に必要な助産技術を確実に修得するために演習の充実3螢化
を図り、助産の実践に必要な基本的技術を確実に修得する内容とする。
妊婦・じょく婦・新生児の健康状態にFElするアセスメント及びそれに基づ
く支援を強化する内容とする。
分べん期における緊急事態 (会陰の切開及び裂傷に伴う縫合、新生児蘇
生、止血処置、児の異常に対する産婦、家族への支援等)に対応する能力
を強化する内容とする。
妊産婦の主体性を尊重した出産を支援する能力を養う内容とする。

住民の多様なニーズに対応した母子保健サービスを提供できるための能力
を養うとともに、保健・医療・福祉関係者と連携・協働しながら地1或の母
子保健を推進するための能力を養う内容とする。

助産業務の管理、助産所の運営の基本並びに周産期医療システムについて
学ぶ内容とする。
周産期における医療安全の確保と医療事故への対応について学ぶ内容とす
る。

臨地実習

助産学実習

助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理の実習を含むものとする。

分べんの取り扱しヽの実習については、分べんの自然な経過を理解するた
め、助産師又は医師の監督の下に、学生1人につき正常産を10回程度直接
取り扱うことを目安とする。取り扱う分べんは、原則として正期産 。経腟
分べん・頭位単胎とし、分べん第 1期から第3期終了より2時 Fo3までとす
る。
実習期間中に妊娠中期から産後lヶ 月まで継続 して受け持つ実習を1例以上
行う。
妊婦健康診査を通 して妊娠経過の診断を行うとともに、産じょく期の授乳
支援、新生児期のアセスメントを行う能力を強化する実習を含む内容とす
る。

総 計 28 930時間以上の請義・実習等を行うものとする。

27



●

●

28



看護教育の内容と方法に関する検討会

「保健師教育ワーキンググループ」メンパー

※○は座長 敬称略 (五十音順)

麻原 きよみ  聖路加看護大学看護学部教授

.   
安藤 智子   銚子市地域包括支援センター主任保健師

五十嵐 千代  東京工科大学医療保健学部看護学科准教授

池西 静江   京都中央看護保健専門学校副校長

大場 エミ   横浜市南福祉保健センター長

(森岡 幸子   全国保健師長会理事 ※第 4回まで)

岡本 玲子   全国保健師教育機関協議会副会長

酒井 陽子   秋田県立衛生看護学院保健科教務主任

●    澁谷 し
)づみ  保健所長会会長

○中山 洋子   福島県立医科大学看護学部学部長

羽田 貴史   東北大学高等教育開発推進センター教授

春山 早苗   自治医科大学看護学部教授

宮崎 美砂子  千葉大学看護学部教授

ｎ
υ

０
４



看護教育の内容と方法に関する検討会

「助産師教育ワーキンググループ」メンバー

※○は座長 敬称略 (五十音順)   。

石井 邦子   千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科長        ^

岡本 喜代子  日本助産師会専務理事

熊澤 美奈好  亀田医療技術専門学校助産学科冨1校長         ●

島田 啓子   全国助産師教育協議会理事

杉本 充弘   日本赤十字社医療センター周産母子・小児センター長

高橋 員理   北里大学看護学部教授

田村 一代   医療法人帯経会 大草レディスクリニック師長

○菱沼 典子   聖路加看護大学看護学部学部長

福井 トシ子  社団法人日本看護協会常任理事       
。

宮川 祐三子  大阪府立母子保健総合医療センター看護師長      
・

横尾 京子   広島大学大学院保健学研究科教授

⑩
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1環鰤
助t鯉山li助 産島litti隻 山li学校 j撻 成,,il旨 定規;‖ の一部を改il:す る省令の公 4jに ついて (通 力|)

偽t鯉師助産由li看護白li学校養成,りi指定規則の一湘∫を改刊1す る省令 (11′ 成 23年 文湘S夕1学

省・サ!″ 生労 llllJl省 令第 l);・。以 ド「改 ||:省 令」という̀ 1)が ,Ill紙 のとおり公布され、｀

“

成

23年 4り llHか ら施行さオじることとなった。

今llllの 改 :11の趣旨、概要等は「 記のとおりであるので、十分IW意 の L、 ダi管 内の養成

1'i/‐ 用ヽク‖|い ただくとと1)に 、その実施について遺淋11ク )な い .に うお願いする。

なお、各1可 公私 1ヽ大学長ル)て に|「 1、 文湘Sイ 1″
'許

省 .た り,jll途 通力!し ていることを|llし 添え

る。

1把

1.改 11:の′阻旨

偽t健師助産白littli4白 li法 及び ri・ i盤由li等 の人材 lill:f力 tυ )促 i■ に関する法

`11の

一‖
`を

改 ||:す

る″t`1彎 (｀ |ス 成 21イ lt″ tFI彎 釘j78)j・ )に より改 :liさ れた働t健山lilリリ産曲li看 ,:隻 出li法 (||イイ和 23
イli法颯彗γj 2()3;;・ )力い141茂 22イ li 4サ |力 らヽ力位イ∫き,し 、仇ti建白li及 0ヾりJpl白 liυ )九峰

“

jl教 イドに16

ける修業イli限 について、そオじぞオし「6か 月以 L」 から「 1イ 11以 11」 に延1(さ れた。

|,μ
ノli労働省においては、 1`4成 21イ 114月 から|り‖‖:さ れた「

ri・ 1雙教育の内容と方法に1関

する検 l卜1会」にて、わiた な修業年限にふさわしい教育内容匈}に ついて検 i:ヽ|を

`iい

、 1ヽ4成

22イ lil l月 に傷t健白li教 イメ及び助産白「教育のカリキュラノ、の改 il:案 が取 りまとめられ

た,

また、 文部FI学 省においては、「大学にお |サ る行i盤 系人材養ルtグ )イ 1:リ ノプに1井l¬
j´ る検||、 |

会」にて、厚ノ
littllJIJl省 の検 ::、1会 で1収 り業とめられた改 ||:案 をサ1出 川 した場合1/9大 学・短り切

大学υ)1丼t題 等について検lilを 行った.

以 11の検,IJを 踏よ′_、 教育内容の充実を図 り、餞t健自li又 は助産白liの 学校 又はit成 |りiに



おける学生又は生徒の実践能力の強化に向けた教育課程の改正を行 うため、改正省令を

公布するものである。

2.改正の概要

(1)保鯉自F教育について (別 l表 1関係 )

①  「地域看護学」について、名称を「公衆術生看護学」に改めるとともに、飾

考の 「学校街t健・産業,t健を含む。」を肖1除 した。

②  「
1劇人・家族・集卜‖の

`L活
支援」について、産業保健や学校保健における組

織tへの支援をり|“イヒする観点から、//1称 を「
ll‖ 人 。家族・集掃1・ 利Fl織 の支援」

に改め、また、「j也域看l雙活動展 1舅1論」及び「地j成看i隻管理|!論 」について、″:

称を「公衆術イliri・護活動展り‖論」及び 「公衆術生看f劣管理論」に改めるとと

もに、これらの lil位 数を 「計 10111位 」から「
11・ 14111位 」とした。また、

「公衆術生看i隻管メ|!論 」σ5‖i考に 「健康危機1り |!を 含む。」を加えた。

.③  「物t鯉 絆4れ |:行 政論」について、医療に1用 する内容を1月

“

:化する観点から、夕:

称を「
|力t健 |ク:療 絆

“

れ|:行政論」に改めた。

①  「地j)戊
Fi・ i隻学実習」について、

//1称
を 「公衆術′11看 :1隻 学実i彎 」に改めた。

⑤  「件‖人・家族・集|]1の
ノli活支援実ず|」 について、②と|11様の御↓メ,1か ら、名称

を 「個人 。家族 。集111・ 組織の支援実iイ 」に、鮒i考の 聯 続 した訪|‖指導を

含む
`,」

を「継続 した指導を含む`」 に改めた,,ま た、「1也域 Fi・ 1雙活動力せ111論 実

習」及び 「1也域看護41理論実習」について、名称を 「公衆術ノ
|三 看誰活動力せり‖

論実iセ|」 及び 「公衆術ノ
liFi‐ 護管メ|!論 実習」に改めるととく)に 、これらの|11位

数を 「
:il・ 2 11ti立 」から「

ill・ 3 nt位」とした。

() |口 は数の総 :il・ を 「231`位以 11」 から「28111位以上」とした。

(2)助産山li教育について (別 表 21場係 )

(l‐ l 「助ノ役診‖りi・ 1支 術学」の |11位数を「6111位」から「8111位」とした。

(0  「りJノ111り |!」 の |ltl立 数を 「l l11位」から 「2111位」とした。

③ 臨地実iマの 111位数を「9111位」から「11)111ク」とした。

の  1に位数の総 ,II・ を「23111位以 li」 から「28111位以上」とした。

3. 力恒

`子

リサI FIキト

(1)方Lイ「;り |卜 |

i141Jえ 2 3イ 114ナ 1 1 11カL`テ

(2)子准i鋤 |||ド :1

1ヽ4成 23イ li 3月 :3111ま でに1・旨
'ど

を受 |サ ている働t健山「又は助ノ1山 liの う4校又は養成

1'iに おいて、保健自li又 は助産白liと して必要な知1識及び技能を修習中の占・に係る教育の

内容に/~Jい ては、従||力 の例によることができることとした∴



4.実施に当た り留意すべき事項

改正省令の施行に伴い、都道府県如1■ においては、所帖の養成所の学則の変更等につい

て、遺渤1の ないよう当該養成所に対して指導されたい。



別紙
N1/成 23年 1月 6日  本曜 日

′
白 第 5469号

割
昴
一．一√

一
１‐―‥‘‐‥
嶋
畦

証

一
‐‐‐――

‐‐
円

（行

政
機

関

の
休

日
休

則

）

〔省

〈フ
〕

○
保
健
師
助
産
―――ｌｉ
看
雄
―――――
学
校
養
成
所
指
定

規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

¨
）

○
保
健
師
助
産
師
看
泄
師
法
施
行
規
――１１
の

¨

部
を
改
正
す
る
省
令

（厚
生
労
働

一
）

〔上
自
　
　
　
一不
〕

○
電
波
法
第
百
条
節
に
規
定
す
る
電
波
の
監

視
を
行
う
場
所
に
関
す
る
件

の

一
部
を
改

ｌｌｉ
す
る
件

（総
務

三
）

○
電
波
法
第
百
一
．条
に
規
定
す
る
無
線
方
位

――――
定
装
樹
の
設
――――
場
所
に
関
す
る
件
の

一

部
を
改
―１１
す
る
件

（同
．■
）

○
指
定
無
線
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
の
免

許
の
中
甜
出
を
提
出
す

べ
き
官
署
の
名
称

及
び
所
在
地
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正

す
る
件

（同
四
）

○
委
託
に
よ
る
無
線
局
の
周
波
数
の
測
定
に

関
す
る
手
続
、
測
定
方
法
及
び
手
数
料
寄

を
定
め
る
件

の
　
部
を
改
―――
す
る
件

（同
五
）

編 集 ,日 l脚
|

独立行政,去人日立印刷局

○

○
出
入
同
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第

の
二
の
表
の
技
能
突
習
の
項
の
下
側
に
規

定
す
る
川
体

の
要
件
を
定
め
る
省
令
第

条
第

一
号
卜
の
規
定
に
基
づ
き
艦
理
団
体

を
定
め
、
出
人
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第

一
項
第

一
一号
の
基
準
を
定
め
る

省
令
の
表

の
法
別
表
第

．
の
１
の
表
の
技

能
実
習
の
項
の
下
欄
第

．
号

口
に
褐
げ
る

活
動
の
川
の
下
側
第

一
十
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
技
能
突
習
を
定
め
る
件

（法
務
′‥ｉ
）

○
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（同
六
）

○
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

す
る
――
本
国
政
府
と
ジ
フ
チ
共
和
国
政
府

と
の
――――
の
掛
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（外
務
六
）

○
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
Ｌ
の
――１１
の
協
定

の
路
線
表

の
改

正
に
関
す
る
掛
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（同
七
）

○
保
安
林

の
指
定
を
す
る
件

（農
林
水
産

一
一九
～
三
六
）

○
卜
地
収
川
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件

（国
土
交
通
Ｌ
）

○
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
の
経
営
状
況
分

析
の
全
部
の
晩
止
の
中
し
出
が
あ

っ
た
件

（同
八
）

○
砂
防
法
第

二
条
の
上
地
を
指
定
す
る
件

（同
九
、　
一
〇
）

○
自
動
中
検
合
用
機
械
器
具
登
録
校
正
実
施

機
関
の
事
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ

た
件

（同

．
Ｊ

レ

ジヽ

○
建
築
暴
準
法
の
規
定
に
基
つ
く
指
定
確
認

検
査
機
関
の
確
認
検
介
の
業
務
を
行
う
■

筋
所
の
所
に
地
を
変
更
し
た
件

（関
東
地
方
整
備
局
三
）

○
道
路
に
関
す
る
件

（九
州
地
方
整
備
局
　
）

〔国
会
事
項
〕

〔人
事
異
動
〕

内
閣
　
法
筋
省
　
財
筋
省
　
文
部
科
学
省

特
許
庁
　
最
高
裁
判
所

〔皇
室
事
項
〕

〔官
庁
報
告
〕

産
　
　
業

日
本
工
業
規
格

（国
に
交
通
省
）

国
家

‐ｌｉｔ
瞼

水
先
人

‐ｌｉ
ｔ
験
の
施
行

（国
Ｌ
交
通
省
）

公

聴

会

般
ガ
ス
供
給
約
款
の
変
更
の
認

―‐∫
に
係
る

公
聴
会
の
――――
冊

（九
州
経
済
産
業
局
）

国
■
調
査
の
成
果
の
認

‐
――――
の
公
告

（国
■
交
通
省
）

〔公
　
　
生
巳

富
庁＝

団
、
司
法
占
十
慇
成
処
分
、

―
‐
―
託
会
社

に
対
す
る
行
政
処
分
、
体
賀
束
部
１１
地
改

良
区
役
ｎ
の
選
任
、
埼
玉
北
部
ｌｌ
地
改
良

区
連
合
役
晨
の
選
任
及
び
就
任
関
係

‖

“`|:

JTI

裁
判
所

相
続
、
公
示
――――
告
、

破
産
、

――
別
清
弾
、

会
社
そ
の
他

失
踪
、
除
桁
決
定

再
生
関
係



平成 23イト'1月 6卜1 木‖晟日 官 2
↓

ｒ 第 5469考

○
餃螂
翔
僻鶴
令
第
一号

保
健
師
助
産
師
看
穫
―――――
法

（―ｌｒｉ
和
三
十
二
年
法
―ｌｔ
第
二
百
三
号
）
第
十
九
条
第

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
十
条

第

一
――
及
び
第
二
号
の
１，１
定
に
基
づ
き
、
保
健
師
助
産
師
看
穫
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
　
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
ニ
ト
三
年
　
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　

　

　

文
部
科
学
人
―１１
　
高
木
　
札
明

厚
生
労
働
人
―１１
　
細
川
　
律
夫

保
健
師
助
確
ｒｌｌｌｉ
行
政
師
学
校
養
成
所
指
定
規
――――
の

一
部
を
改
ｉｌｉ
す
る
省
令

保
阻
―――――
助
産
師
看
池
師
学
校
推
成
所
指
定
規
則

（昭
和
三
卜
六
年
収
螂
鮪
令
第

一
号
）
の

．
部
を
次
の
よ
う
に
改
―１１

す
る
。

別
人

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

一

（第
一
条
関
係
）

公
衆
衛
生
看
池
学

公
衆
隔
生
看
池
学
概
論

個
人

・
家
族

・
集
川

・
組
織
の
支
援

公
衆
獅
生
看
護
活
動
展
―サｌｌ
論

公
衆
獅
生
看
穫
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学

保
拙
医
療
Ｍ
祉
行
政
諭

臨
地
実
習

公
衆
桁
生
看
穫
学
実
習

１１１‐―
人

・
家
族

・
集
―・――

・
組
織
の
支
援

”
ヽ
ロ
ー

公
衆
蘭
生
看
純
活
動
展
――――
論
実
習

公
衆
術
生
看
護
管
理
論
実
習

単
位
の
計
算
方
法
は
、

■
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

十
　
年
文
部
省
令
第

二
十
八
け
）
第

。―
　
条
第

語
高
『４
鶴
鰐
鷺
襴
場
痴
備
齢
輸
減
が
鮮
鰐
削
艘鷹繊
厳

容
を
併
せ
て
教
授
し
よ
う
Ｌ
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
，
折
弧
内
の
数
年
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
敗
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
Ｌ
脳
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
五
単
位
以
Ｌ
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容

一十
二
叩
位
以
Ｌ
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
人
の
教
育
内

容
ご
と
の
１１１
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

別
人
¨
一を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二

（第
１１
条
関
係
）

り
‐
―‥
雌
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
供
健

|11

1立

数

健
康
危
機
――
理
を
含
む
。

保
健
所

・
市
町
村
で
の
実
習
を
含
む
。

締
続
し
た
指
導
を
含
む
。

¨
　

看
穫
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
１１１
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
脩
定
を
受

け
、
か
つ
，
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

一
の
教
育
課
租
に
よ
り
こ
の
を
及
び
別
表
■
に
拙
げ
る
教
育
内

容
を
併
せ
て
救
投
じ
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

．
　

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
土
地
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
卜
　
単
位
以
Ｌ
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
ｒ
ｔ
単
位
以
Ｌ
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
人
の
教
育
内

容
ご
と
の
り
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
合
は
、
平
成
　
卜
二
年
四
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。

，
一　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
■
成
所
に
お
い
て
、
保
他
師
又
は
助
席
師
と
し
て
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
習
中
の
と
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
こ
の
省
告
に
よ
る
改
正
後
の
別
表

．
及
び

別
表
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｏ
厚
生
労
働
省
令
第

一
号

保
鯉
師
助
産
師
看
穫
子‐‐‐ｉ
法

（昭
和

卜^
一
年
法
律
第
一
百
三
号
）
第
一
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
他
師
助
産
師

‘
概
―――――
法
施
行
規
――ｌｉ
の
　
部
を
改
正
す
る
省
行
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年

一
＝
六
＝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
人
―１１
　
細
川
　
律
人

保
拠
師
助
産
師
看
穫
師
法
施
行
規
――――
の

．
部
を
政
正
す
る
省
令

保
健
師
助
産
師
看
巡
師
法
施
行
規
１１１１

（‐―イー
和
．
卜
六
午
厚
生
省
令
第
ニ
ト
四
号
）
の

．
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第

一卜
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

（保
健
師
川
家

‐ｌｉｔ
敗
の
試
験
科
日
）

第
二
十
条
　
保
阻
師
国
家
試
験
は
、
次
の
■
日
に
つ
い
て

，７
う
・

公
衆
階
生
嬌
出
学

疫
学

保
鯉
統
計
学

保
拠
医
療
福
――――
行
政
諭

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（看
護
師
国
家

‐―，
ｔ
験
の
試
験
科
日
）

第
二
十
二
条
　
看
灘
師
国
家

‐―，
ｔ
数
は
、
次
の
＝
――
に
つ
い
て
行
う
。

人
体
の
構
地
Ｌ
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復

‐ノ，
促
進

拠
凛
支
援
Ｌ
社
会
保
障
―――――
段

基
礎
看
穫
学

成
人
看
護
学

者
年
看
概
学
　
　
　
　
　
′

小
児
看
般
学

母
性
看
灘
学

精
神
‘
概
学

住
宅
看
護
諭

看
概
の
統
合
と
実
腱

附
　
則

こ
の
省
合
は
、
平
成
ニ
ト
ニ
年
‐′！．―
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
，
第

・
１
十
条
の
改
正
規
定
は
，
平
成
１
十
四
年

四
月

．
日
か
ら
施
行
す
る
．
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別
表

一

（第
二
条
関
係
）

教

育

内

容

別
表

一

（第
二
条
関
係
）

教

育

内

容

保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

○
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則

（昭
和
二
十
六
年
文
部
省

公
衆
術
生
看
護
学

公
衆
術
生
看
護
学
概
論

個
人

・
家
族

・
集
団

。
組
織
の
支
援

公
衆
衛
生
看
護
活
動
展
開
論

公
衆
術
生
看
護
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学
　
　
　
　
　
ヽ

側
劇
嗣
翻
翻
悧
鰤
劃
図
調

臨
地
実
習

公
衆
衛
生
看
護
学
実
習

個
人

・
家
族

・
集
団

・
組
織
の
支

援
実
習

公
洲
畳
劃
爾
馴
園
馴
劉
割

劉
翻
壇
コ
響
測
璽
割

日
鳳
硼
馴
副
爾
「

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
。

継
続
し
た
指
導
を
含
む
。

地
域
看
護
学

地
域
看
護
学
概
論

倒
引
易
劇
Ｊ
翻
司
創
馴
硼

地
域
看
護
活
動
展
開
論

地
域
看
護
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学

側
翻
樹
剛
悶
鋼
凶
翻

臨
地
実
習

地
域
看
護
学
実
習

個
人

・
家
族

・
集
団
の
生
活
支

援
実
習

期
響
暑
測
馴
脚
紺
劉
「

劉
暮

劃

刷

璽

劃

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

鮒
悧
翻
「
潮
剛
囲
目

含
む
。

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
。

細
制
ｄ
ｄ
謝
聞
樹
判
を
含

む
。

一
六

（
一
四
）二

｝‥〓
一
（
一

-t-ft=:tll :tll

四|四IV二 二

三
|

新
旧
対
照
条
文

・
厚
生
省
令
第

一
号
）

（抄
）

一
二

（
一
〇
）二

一
〇

（人
）

〓
一
（一

二
|

-1-



単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
五
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
二
十
三
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育

内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（第
二
条
関
係
）

備
考

　
一　

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
．回
判
側
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
十
九
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内

容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

表
二

（第
二
条
関
係
）

五
二|一 ノЧ

V

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

　

・

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

三
|三

一ハ

（
五

九|九卜 |一 六IV
実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学

-2-



単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
十

一
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
十
七
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容

ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

△
口
　

計

刊

川

∃

呵

生

一
人
に
つ
き
十
回
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
り
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

・

経
腔
分
べ
ん

。
頭
位
単
胎
と
し
、
分
ベ

ん
第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時

間
ま
で
と
す
る
。

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
九
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外

の
教
育
内
容
十
四
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご

と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

△
口
　
　
計

一
一一一一
（一
一一
一）

生

一
人
に

つ
き
十
日
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

。
経

腔
分
べ
ん

。
頭
位
単
胎
と
し
、
分
べ
ん

第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時
間

ま
で
と
す
る
。

●

●
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参考資料 2

医政発 0■ 06第 16号

平成 23年 1月 6日
/6・
都道府県知事 殿

保″L師助産由F看護師法施行規則の一部を改FEする省令の公珀iに ついて

保健白li助 産師看i蔓白「法施行規卿1の一部を改J:する省令 (lZ成 234F厚生労働省令第 1

号。以下「改 :li省 令」という。)がが1紙のとおり公4iさ れ、FF成 23年 4月 1日 から施

行されることとなった。

今回の改]iの趣旨、概要等は下記のとおりであるので、十分留1意の_L、 貴管
:内

淡成所
へ川力:い ただくとともに、その実施について遺浦|の ないようお願いする。

1記

1.改 IFの趣旨

IR健‖li助 産師看護師学校養成所指定規サ‖|の一部を改 |}:す る省令 い14成 20年文出∫r卜学

省・|り

`LttlJJl省

令第 1号)に よりЙt健自li教 育及び看1隻蘭li教 育の内容が改 ||:さ れたこと、

及び保健山li助 産師看i健 師学校養成|ツ
「指定規則の一部をlit iliす る省()(114成 23イ 11文部fl

学省・l1/_`L労働省令第 1号)に より保健由li教 育の内容か政iliさ れることに「11い、行:雀 山li

ll・ 1家試験及び保健出i卜‖家静t験の試験な|・ 目の改JFを行 うものである。

2.改 iEの 内容

(1)保健師国家試験の試験r十 日

① 「地j成看護学」を「公衆術生看護学」に改めた。

② 「疫学・保健統計」を「疲学」及び「保健統計学」に分けた。

③ 「保健福祉行政論」を「保健医療福ねL行政論」に改めた。

(2)看 11削i国 家試験の試験科目

① 「rl:会 働t障 1制度と生活者の健康」を「健康支援とネ11会 保障1刊 度」に改めた。

② 「看護の統合と実践」を加えた。



3.力色イ予りrJl日 舎淳

(1)保健師国家試験の試験科日

平成 24年 4月 1日 に施行し、平成 25年に実施される平成 24年度の国家試験から新

たな試験科 目によることとした。

(2)看護師国家試験の試験科日

平成 23年 4月 1日 に施行 し、平成 24年に実施される平成 23年度の国家試験から新

たな試験科 目によることとした。



｀
「 成 23年 1月 6目 木曜日 官

”
Ｖ
ｒ 第 5469号

別紙

割
．型
一．１，――十
“
町
幣
唯
計
一

喘

‐１
劇

（行
政
機
関

の
休
日
休
円
）

〔省
　
　
〈
エ

○
保
健
師
助
産
―ｌｉｌｉ
看
巡
師
学
校
養
成
所
指
定

脱
――――
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

一
）

○
保
健
師
助
産
師
看
純
師
法
施
行
規
則
の

）

部
を
改
正
す
る
省
令

（厚
生
労
働

一
）

〔生
ロ

一不
〕

○
屯
波
法
第
１ｌｉ
条
等
に
規
定
す
る
電
波
の
監

視
を
行
う
場
所
に
関
す
る
件

の

一
部
を
改

正
す
る
件

（総
務

一
．）

○
電
波
法
第
百
一
一条
に
規
定
す
る
無
線
方
位

測
定
装
置
の
設
樹
場
所
に
関
す
る
件

の

一

部
を
改
正
す
る
件

（同
三
）

○
指
定
無
線
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
の
免

許
の
中
耐
淋
を
提
出
す

べ
き
官
署
の
名
称

及
び
所
在
地
を
定
め
る
件

の

一
部
を
改
正

す
る
件

（同
四
）

○
委
託
に
よ
る
無
線
局
の
周
波
数
の
測
定
に

関
す
る
手
続
、
測
定
方
法
及
び
手
数
料
節

を
定
め
る
件
の
　
部
を
改
正
す
る
件

（同
五
）

〇

〇
出
入
国
管
卿
及
び
難
民
認
定
法
別
人
第

一

の
■
の
表
の
技
能
突
習
の
項
の
下
側
に
脱

定
す
る
団
体
の
要
件
を
定
め
る
●
令
第

条
第

．
号
卜
の
規
定
に
基
づ
き
監
川
団
体

を
定
め
、

―――
人
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第

．
項
第

二
号
の
基
叩
を
定
め
る

省
令
の
よ
の
法
別
衣
第

．
の

．
の
よ

の
技

能
実
習

の
項
の
下
欄
第

．
号

□
に
側
げ
る

活
動

の
項
の
下
側
第

一
十
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
技
能
突
習
を
定
め
る
件

（法
務
圧
）

○
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（同
六
）

○
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府

と
の
――――
の
掛
間
の
交
換
に
関
す
る
件

（外
務
六
）

○
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
と
の
――――
の
協
定

の
路
線
表

の
改

正
に
関
す
る
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（同
じ
）

○
保
安
林

の
指
定
を
す
る
件

（農
林
水
産

¨
一九
～
三
六
）

Ｏ
Ｌ
地
収
川
法

の
規
定
に
基
づ
き
■
業

の
認

定
を
し
た
件

（国
土
交
通
し
）

○
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
の
経
営
状
況
分

析

の
全
部
の
廃

―１１
の
中
し
出
が
あ

っ
た
件

（同
八
）

○
砂
防
法
第

二
条
の
上
地
を
指
定
す
る
件

（同
九
、　
一
〇
）

○
自
動
車
検
杏
川
機
械
器
具
登
録
校
正
実
施

機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
の
川
出
が
あ

っ

た
件

（同

．
ご

れ1果・|]l‖ 1

独立行政,去人口立印刷局

じン

一リ

○
建
築
基
叩
法
の
規
定
に
基
つ
く
指
定
怖
認

検
杏
機
関
の
確
認
検
介
の
業
務
を
行
う
＝

防
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
件

（関
東
地
方
整
備
局
一
）

○
道
路
に
関
す
る
件
（九
州
地
方
整
備
局
　
）

〔国
会
事
項
〕

〔人
事
異
動
〕

内
閣
　
法
務
省
　
財
務
省
　
文
部
科
学
省

特
許
庁
　
最
高
裁
判
所

〔皇
室
事
項
〕

〔官
庁
報
告
〕

産
　
　
業

日
本
工
業
規
格

（―――Ｉ
Ｌ
交
通
省
）

国
家

‐ｌｉｔ
願

水
先
人

‐
―夕ｔ
験
の
施
行

（川
１１
交
通
省
）

公

聴

会

一
般
ガ
ス
供
給
約
款
の
変
更
の
認
可
に
係
る

公
聴
会
の
―
‐
―――
縦

（九
州
経
済
産
業
局
）

国
十
調
査

の
成
果
の
認

‘
――――
の
公
１１１

（国
■
交
瓶
省
）

〔公

　
　
生
巳

議

中

項

官
庁財

団
、
司
法
占
――
懲
戒
処
分
、

―
‐
―
誕
会
社

に
対
す
る
行
政
処
分
、
作
賀
東
部
ｌｉ
地
改

良
区
役
Ｈ

の
選
任
、
埼

‥ｌｉ
北
部
Ｌ
地
改
良

区
連
合
役
ｉｌ
の
選
任
及
び
就
任
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
師
決
定
、

破
産
、

――‥
別
清
弾
、
再
生
関
係

　

　

　

ヽ

会
社
そ
の
他



平成 23イ111月 61:1 木‖だ日 官 2
↓

ｒ 第 5469号

○
殴螂
翔孵鮎
令第
一号

保
健
師
助
産
師
看
機
師
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
卜
九
条
第

一
―サ
及
び
第
二
号
並
び
に
第

一十
条

第
　
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
＝
づ
き
，
保
阻
師
助
産
締
看
超
価
学
校
養
成
所
指
定
脱
―ｌｌｌ
の

，
部
を
改

ｌｌｉ
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

―■
卜
三
年

．
月
六
日

保
健
獅
助
産
師
着
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の

保
健
ＦＩＩｌｉ
助
産
師
看
穫
師
十
校
推
成
所
指
定
規
則

（昭
和

す
る
。

別
人

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

一

（第
′
条
関
係
）

公
衆
術
生
看
政
学

公
衆
術
生
看
護
学
概
論

個
人

・
家
族

・
集
＝

・
組
織
の
支
援

公
衆
閣
生
看
鵡
活
動
展
開
諭

公
衆
獅
生
看
穫
――
理
論

疫
学

保
健
統
――――
学

保
機
は
旅
福
祉
行
政
論

臨
地
実
習

公
衆
麟
生
看
穫
学
実
習

情
人

，
家
族

・
集
＝

・
組
織
の
支
援

実
習

公
衆
誦
生
看
純
活
動
展
――――
論
実
習

公
衆
獅
生
看
穫
管
理
論
実
習

文
部
科
学
大
臣
　
出
木
　
本
明

厚
生
労
働
大
―１１
　
細
川
　
―――
夫

部
を
改
正
す
る
省
令

一卜

六

年

収

螂

鮪

令

第

一
号

）

の

一
部

を

次

の

よ

う

に

改

正

健
康
危
機
１１
理
を
含
む
。

保
触
所

・
市
町
村
で
の
実
習
を
含
む
。

糾
続
し
た
指
導
を
含
む
。

川
の
川
定
の
例
に
よ
る
。

一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
側
条
第

一
ＪＴＩ
に
規
定
す
る
課
――――
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
―１１
定
を
受

け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

´
の
教
育
課
限
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
人
三
に
掲
げ
る
救
台
内

容
を
併
せ
て
核
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

世
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
散
台
Ｌ
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
五
単
位
以
１１
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
■
十
二
＝
位
以
――
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
よ
の
教
育
―ム‐

容
ご
と
の
囁
侍
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

別
人
．
一を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二

（第
■
条
関
係
）

一
助
産
診
断

・
技
術
学

一
地
域
母
子
保
他

助
産
管
ｌｌｌｌ

¨
一　
行
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
側
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
仰
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受

け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

一
の
教
育
課
租
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
一
に
掲
げ
る
教
育
内

容
を
併
せ
て
枚
投
し
よ
う
」
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
揺
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

口
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
土
地
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
卜
　
＝
性
以
１１
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
七
単
位
以
■
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内

容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
合
は
、
平
成

十̈
二
学
四
月
　
博
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
、
保
健
‐――ｌｉ
又
は
助
産
――ｌｌｉ
と
し
て
必

要
な
知
識
及
び
技
――し
を
修
習
中
の
計
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
こ
の
省
合
に
よ
る
政
―１１
後
の
別
々
　
及
び

別
表
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
側
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｏ
厚
生
労
働
省
令
第

一
号

保
健
師
助
産
師
看
超
師
法

（昭
和

卜́
三
年
法
律
第
一
百
三
号
）
第
一

行
政
師
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
行
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
¨
一十
二
年
　
月
六
日

保
健
師
助
産
師
看
出
師
法
施
行
川
――――
の

保
健
師
助
産
師
看
穫
師
法
施
行
規
――――

（‐―イー
和
一

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（保
饉
師
国
家

‐ｌｉ
ｔ
放
の

！
ｌｉｔ
敷
科
日
）

第
二
十
条
　
保
処
師
国
家

‐
―，ｔ
験
は
、
次
の
■
日
に
つ
い
て
行
う
。

公
衆
術
生
看
穫
学

度
学

保
健
統
計
学

保
健
医
療
用
祉
行
政
論

第

一卜
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ｒ
泄
師
国
家

‘ｌｉｔ
験
の
試
験
科
日
）

第
二
十
二
条
　
看
護
師
国
家
試
験
は
、
次
の
＝
日
に
つ
い
て
行
う
。

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
塙
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

健
康
支
援
七
社
会
保
伸
‐――――
度

基
礎
看
概
学

成
人
看
襲
学

老
年
■
穫
学

小
児
看
護
学

母
性
看
穫
学

精
神
看
祀
学

在
宅
看
穫
諭

看
機
の
統
合
と
実
践

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
―
二
年
四
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

四
月

¨
＝
か
ら
施
行
す
る
。

「 許|'

六を
fF政

'・

I ili

411■

'‐省る
令省
第 令

Ｆ
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
鯉
‐――――
助
産
―――――

厚
生
労
働
人
ｌｌｉ
　
細
川
　
律
夫

一Ｆ
四
号
）
の
　
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
十
条
の
改
―１１
規
定
は
，
平
成
１
十
四
年

中
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
世
基
準
第
二
十

一
条
第
一



保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の

一

〇
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則

部
を
改
正
す
る
省
令
案
　
新
旧
対
照
条
文

（昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）

（抄
）

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（保
健
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
条
　
保
健
師
国
家
試
験
は
、
次
の
科
日
に
つ
い
て
行
う
。

公
衆
衛
生
看
護
学

疫
学

保
健
統
計
学

囲
凰
翻
側
碧
翻
剥

（看
護
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
二
条
　
看
護
師
国
家
試
験
は
、

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

国

署

例

則

副

酬

剛

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

者
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

次
の
科
目
に

つ
い
て
行
う
。

改

正

案

（保
健
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
条

　

保
健
師
国
家
試
験
は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

地
域
看
護
学

疫
学

・
保
健
統
計

保
健
福
祉
行
政
論

（看
護
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
二
条
　
看
護
師
国
家
試
験
は
、

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

社
会
保
障
制
度
と
生
活
者
の
健
康

基
礎
看
護
学

在
宅
看
護
論

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

次

の
科

目
に

つ
い
て
行
う
。

現

行

―
l―




